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周防大島町告示第13号 

 令和６年第１回周防大島町議会定例会を次のとおり招集する 

    令和６年２月26日 

                              周防大島町長 藤本 淨孝 

１ 期 日  令和６年３月４日 

２ 場 所  大島庁舎議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

山中 正樹君          栄本 忠嗣君 

白鳥 法子君          竹田 茂伸君 

山根 耕治君          岡﨑 裕一君 

田中 豊文君          新田 健介君 

吉村  忍君          尾元  武君 

荒川 政義君          久保 雅己君 

小田 貞利君                 

───────────────────────────── 

○３月６日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○３月18日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○３月22日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和６年 第１回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和６年３月４日（月曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         令和６年３月４日 午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 施政方針並びに提案理由の説明・行政報告 

 日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（変更契約、法第180条関係） 

 日程第６ 報告第２号 専決処分の報告について（変更契約、法第180条関係） 

 日程第７ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第８ 議案第９号 令和５年度周防大島町一般会計補正予算（第９号） 

 日程第９ 議案第10号 令和５年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第10 議案第11号 令和５年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第11 議案第12号 令和５年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第12 議案第13号 令和５年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第13 議案第14号 令和５年度周防大島町水道事業特別会計補正予算（第５号） 

 日程第14 議案第15号 令和５年度周防大島町病院事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第15 議案第16号 周防大島町ちびっ子医療費助成事業基金条例の一部改正について 

 日程第16 議案第17号 周防大島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

 日程第17 議案第18号 周防大島町三蒲児童の館の設置及び管理運営に関する条例の一部改正

について 

 日程第18 議案第19号 周防大島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

 日程第19 議案第20号 周防大島町介護保険条例の一部改正について 

 日程第20 議案第21号 周防大島町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例の一部改正について 

 日程第21 議案第22号 周防大島町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
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を定める条例の一部改正について 

 日程第22 議案第23号 周防大島町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部改正について 

 日程第23 議案第24号 周防大島町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 

 日程第24 議案第25号 周防大島町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例及び周防大島町水道事業給水条例の一部

改正について 

 日程第25 議案第26号 周防大島町病院等事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 日程第26 議案第27号 山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び共同

処理する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更について 

 日程第27 議案第28号 財産の無償貸付けについて（旧田布施農業高等学校大島分校） 

 日程第28 議案第29号 財産の無償貸付けについて（旧森野小学校） 

 日程第29 議案第30号 油宇集会施設の指定管理者の指定について 

 日程第30 議案第31号 小泊集会施設の指定管理者の指定について 

 日程第31 議案第32号 デイサービスセンター福寿苑の指定管理者の指定について 

 日程第32 議案第33号 東和在宅老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について 

 日程第33 議案第34号 デイサービスセンター和田苑の指定管理者の指定について 

 日程第34 議案第35号 デイサービスセンターしらとり苑の指定管理者の指定について 

 日程第35 議案第36号 周防大島町高齢者生活福祉センター「和田苑」の指定管理者の指定に

ついて 

 日程第36 議案第37号 周防大島町高齢者生活福祉センター「しらとり苑」の指定管理者の指

定について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 施政方針並びに提案理由の説明・行政報告 

 日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（変更契約、法第180条関係） 

 日程第６ 報告第２号 専決処分の報告について（変更契約、法第180条関係） 
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 日程第７ 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第８ 議案第９号 令和５年度周防大島町一般会計補正予算（第９号） 

 日程第９ 議案第10号 令和５年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第10 議案第11号 令和５年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第11 議案第12号 令和５年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第12 議案第13号 令和５年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第13 議案第14号 令和５年度周防大島町水道事業特別会計補正予算（第５号） 

 日程第14 議案第15号 令和５年度周防大島町病院事業特別会計補正予算（第４号） 

 日程第15 議案第16号 周防大島町ちびっ子医療費助成事業基金条例の一部改正について 

 日程第16 議案第17号 周防大島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

 日程第17 議案第18号 周防大島町三蒲児童の館の設置及び管理運営に関する条例の一部改正

について 

 日程第18 議案第19号 周防大島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

 日程第19 議案第20号 周防大島町介護保険条例の一部改正について 

 日程第20 議案第21号 周防大島町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例の一部改正について 

 日程第21 議案第22号 周防大島町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部改正について 

 日程第22 議案第23号 周防大島町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部改正について 

 日程第23 議案第24号 周防大島町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について 

 日程第24 議案第25号 周防大島町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例及び周防大島町水道事業給水条例の一部

改正について 

 日程第25 議案第26号 周防大島町病院等事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 日程第26 議案第27号 山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び共同

処理する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更について 
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 日程第27 議案第28号 財産の無償貸付けについて（旧田布施農業高等学校大島分校） 

 日程第28 議案第29号 財産の無償貸付けについて（旧森野小学校） 

 日程第29 議案第30号 油宇集会施設の指定管理者の指定について 

 日程第30 議案第31号 小泊集会施設の指定管理者の指定について 

 日程第31 議案第32号 デイサービスセンター福寿苑の指定管理者の指定について 

 日程第32 議案第33号 東和在宅老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について 

 日程第33 議案第34号 デイサービスセンター和田苑の指定管理者の指定について 

 日程第34 議案第35号 デイサービスセンターしらとり苑の指定管理者の指定について 

 日程第35 議案第36号 周防大島町高齢者生活福祉センター「和田苑」の指定管理者の指定に

ついて 

 日程第36 議案第37号 周防大島町高齢者生活福祉センター「しらとり苑」の指定管理者の指

定について 

────────────────────────────── 

出席議員（13名） 

１番 山中 正樹君       ２番 栄本 忠嗣君 

３番 白鳥 法子君       ４番 竹田 茂伸君 

５番 山根 耕治君       ６番 岡﨑 裕一君 

８番 田中 豊文君       ９番 新田 健介君 

10番 吉村  忍君       11番 尾元  武君 

12番 荒川 政義君       13番 久保 雅己君 

14番 小田 貞利君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 大川  博君     議事課長 池永祐美子君 

書  記 浜元 信之君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 藤本 淨孝君   副町長 ………………… 岡村 春雄君 
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教育長 ………………… 星野 朋啓君   病院事業管理者 ……… 石原 得博君 

総務部長 ……………… 中元 辰也君   産業建設環境部長 …… 瀬川 洋介君 

健康福祉部長 ………… 重冨 孝雄君   上下水道部長 ………… 山本 正和君 

統括総合支所長 ……… 岡本 義雄君                      

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 江本 達志君 

教育次長 ……………… 木谷  学君   病院事業局総務部長 … 山中 茂雄君 

総務課長 ……………… 梅木 義弘君   財務課長 ……………… 岡原 伸二君 

介護保険課長 ………… 神戸 和雅君                      

────────────────────────────── 

午前９時30分開会 

○議長（小田 貞利君）  改めまして、おはようございます。 

 ただいまから令和６年第１回周防大島町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（小田 貞利君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、３番、白鳥法子議員、４番、竹

田茂伸議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（小田 貞利君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、去る２月２６日開催の議会運営委員会において協議の結

果、お手元に配付してある会期日程のとおり、本日から３月２２日までの１９日間といたしたい

と思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、お手元に配付して

ある会期日程のとおり、本日から３月２２日までの１９日間とすることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（小田 貞利君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 それでは、昨年１２月定例会以降の諸般について御報告をいたします。 
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 まず、本日までに議会に提出されております文書について、地方自治法の規定に基づき、監査

委員より例月現金出納検査（１２月・１月・２月実施分）及び定期監査（１２月・１月・２月実

施分）の結果の報告がありましたので、お手元にその写しを配付しております。 

 次に、陳情・要望につきましては、日本国民救援会柳井支部から陳情要望第３７号刑事訴訟法

における再審規定の改正を求める意見書の国への提出を求める陳情書を受理しましたので、議員

配付として既にお手元にお届けしております。 

 続いて、系統議長会関係について御報告をいたします。 

 はじめに、柳井地区広域市町の関係では、令和５年１２月２６日に招集された柳井地区広域消

防組合議会第２回定例会並びに令和６年２月２９日の第１回定例会へ吉村議員と久保議員が出席。 

 次に、令和５年１２月２７日の柳井地域広域水道企業団議会第２回定例会並びに令和６年２月

２８日の第１回定例会へは竹田議員と山根議員が出席。また、令和６年１月３０日に行われまし

た柳井地域水道事業の経営統合調印式には久保副議長に出席をいただきました。 

 次に、山口県の関係では、令和６年２月２０日の山口県町議会議長会２月定例会におきまして、

荒川会長の退任に伴う山口県町議会議長会会長の補欠選任があり、後任の会長には阿武町議会の

末若憲二議長が選出されました。その後、令和５年度一般会計補正予算並びに令和６年度一般会

計予算の審議が行われ、それぞれ全会一致で可決されております。 

 また、午後から開催された山口県離島振興市町議会議長会定例会におきましても、荒川会長の

退任に伴う会長の補欠選任が行われ、後任の会長には上関町議会の岩木和美議長が選出されまし

た。 

 なお、令和６年度予算並びに事業計画は全会一致で原案のとおり可決となりました。 

 その後、全国町村議会議長会自治功労者表彰及び町村議会表彰の伝達式では、令和元年７月

２日から４年７か月にわたって山口県町議会議長会の会長を務めてこられた荒川政義議員へ、全

国町村議会議長会から感謝状が贈呈されました。長年の御労苦に対し、ここに改めて敬意の念を

表す次第であります。 

 また、伝達式後の研修会には、本町議会から１０名の議員の御参加をいただき、講師に全国町

村議会議長会の事務総長赤松俊彦氏をお招きし、町村議会の課題について、我が国の人口ビジョ

ンや世代ごとの消費行動、地方行財政の課題としては、活力ある多様な地域社会の実現に向けた

総務省の取組や、デジタル人材の計画的な確保・育成の推進、町村議会の現状に関しては、議員

の成り手不足や議会の機能強化及び多様な人材が参画するための環境整備など、多くのことを拝

聴いたしました。 

 次に、議員派遣の関係について御報告とお知らせをいたします。 

 まず、令和６年１月２８日に開催された東京久賀倶楽部総会へ新田議員が出席をされました。
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議会を代表し、会員との情報交換や親睦の輪を広め、ふるさと大島に対する熱い思いと寄せる期

待の大きさに、責任の重大さを深く感じたことと存じます。大変お疲れさまでした。 

 続いて、これも町人会の関係でございますが、例年であれば５月に開催されております東京大

島ふるさと会は、東京大島郡人会との合同開催が予定されており、さらに東京たちばな会及び東

京東和町人会は合併あるいは他地区との合同開催も検討しているとのことであります。いずれも

現在のところ開催時期は未定でございますので、情報が入り次第、議員各位にお知らせしてまい

ります。 

 最後に、全体での視察研修について、現在、令和６年４月の実施に向けて詳細を調整しており

ますので、概要が決まり次第、事務局から議員各位へ御案内をさしあげることといたします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．施政方針並びに提案理由の説明・行政報告 

○議長（小田 貞利君）  日程第４、施政方針並びに提案理由の説明・行政報告に入ります。 

 町長から施政方針並びに提案理由の説明・行政報告を求めます。藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  皆様おはようございます。本日は、令和６年第１回周防大島町議会定例

会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、御多忙の折にもかかわりませず御参

集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 令和６年度一般会計予算をはじめ、各特別会計予算並びに諸議案につきまして御審議いただく

にあたり、町政運営に挑む私の基本的な考え方の一端を申し述べさせていただき、議員各位並び

に町民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

 施政方針といたしまして、はじめに、令和６年１月１日に発生をいたしました能登半島地震に

おいて、お亡くなりになられた方々と御遺族に謹んで深い哀悼の意を表しますとともに、被災さ

れた皆様に心からお見舞い申し上げます。 

 １日も早い復旧・復興に向け、微力ながら本町としても、関係機関と連携しながら職員派遣や

義援金の呼びかけなどの支援を行ってまいりたいと考えております。 

 さて、令和６年度は、町制２０周年の節目の年であり、私にとりましては任期最後の年であり

ます。令和２年１１月に３代目の周防大島町の町長として町民の皆様から町政運営の付託をいた

だいてから、４年を迎えようとしております。 

 私は、町長就任から椎木前周防大島町長が一貫して取り組まれた行財政改革や定住促進、医療

介護福祉、防災、観光振興等の施策を継承しながらも、新たなビジョンを持ってまちづくりの目

標を、たのしい島、すみたい島、いきたい島として、創意工夫で周防大島町の特色を生かした施

策の実現など、様々な分野でチャレンジをしてまいりました。 
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 しかしながら、３年にも及ぶコロナ禍の長期化等により、町民の方々の暮らしや地域経済、さ

らには町の施策にも大きな影響が生じ、町政を取り巻く環境は大きく変化をいたしました。 

 現在は、町民の方々の日常生活や地域経済もコロナ禍の３年間を乗り越え、以前のような状況

に戻りつつありますが、長引く物価高騰などの影響が大きな課題の１つとなっております。 

 このような状況の中でも、町民サービスの水準を維持し、さらには、本町の行財政運営の基本

となる総合計画で将来像として掲げております、人と自然が響きあう笑顔あふれる安心のまち周

防大島町の実現に向け、効率的かつ信頼できる行政運営を進めていくとともに、町民の皆様が求

めるニーズに可能な限り応えられるよう、新たな施策にも取り組むための予算編成を行ってまい

りましたので、任期最後までしっかりと町政運営を行ってまいります。 

 それでは、改めて本町を取り巻く状況とともに申し上げます。 

 日本経済の現状について、内閣府が発表した２月の月例経済報告によりますと、景気は、この

ところ足踏みがみられるが、緩やかに回復をしている。とし、先行きにつきましては、雇用・所

得環境が改善するもとで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。た

だし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国

の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市

場の変動等の影響に十分注意する必要があり、さらに、令和６年能登半島地震の経済に与える影

響に十分留意する必要がある。との基調判断を行っております。 

 国における令和６年度の予算編成についての考え方として、我が国の経済は、コロナ禍を乗り

越え改善しつつあり、３０年ぶりとなる高水準の賃上げや企業の高い投資意欲など、経済の先行

きには前向きな動きが見られており、デフレーションから脱却できる千載一遇のチャンスを迎え

ている。 

 他方、賃金上昇は物価上昇に追いついておらず、個人消費は依然力強さを欠いており、これを

放置すれば再びデフレーションに戻るリスクがあり、また、潜在成長率がゼロ％台半ばの低い水

準で推移しているという課題もあるとされております。 

 このような状況において政府は、経済財政運営と改革の基本方針２０２３に沿って、新しい資

本主義の実現に向けた構造的賃上げの実現や人への投資、分厚い中間層の形成に向けた取組や、

ＧＸ・ＤＸ、スタートアップ推進や新たな産業構造への転換など官と民が連携した投資の拡大と

経済社会改革の実行、こども・子育て政策の抜本的強化や、多様性が尊重され全ての人が力を発

揮できる包摂的な社会や、地域の活力を引き出し特色のある地方創生の実現や、経済安全保障、

エネルギー・食料安全保障についての方針を示すとともに、自然災害から国民を守る防災・減災、

国土強靱化の推進等、国民生活の安全・安心に向けた方針を示されております。 

 次に、本町の財政状況についてであります。令和４年度一般会計の決算は、町民税収入が大幅
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増収となったことを最大の要因として、過去最大の決算額となりました。 

 これにより自主財源比率が大きく改善いたしましたが、継続性が不透明な増収内容であること

から、普通交付税への依存が強い財政状況に変化はなく、今後も経常的経費の抑制と安定的な自

主財源の確保が必要と言えます。 

 財政構造の弾力化を判断するための指標である経常収支比率は６７.２％と、前年度より

２５.２ポイントの大幅改善となりましたが、町民税の大幅増収が要因であり一時的な改善と言

えることから、今後も経常経費の抑制に取り組み、財政構造の硬直化を食い止めていく必要があ

ります。 

 借入金の返済額等の大きさを指標化した実質公債費比率は１２.４％と、昨年度より０.２ポイ

ント悪化しており、財政健全化の維持のため、引き続き町債の新規発行の抑制や基金の積み立て

を実施し、将来負担の軽減に努める必要があります。 

 また、年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てている財政調整基金は、令和４年度の

町民税収入の大幅な増加等があって、最終的には約２９億円の積み立てを行い、令和４年度末で

約９３億円と、県内でも屈指の残高を保有することとなりました。 

 町民税増収に伴う令和５年度の普通交付税の交付額は、前年度から約１６億１,０００万円減

額の約５３億１,０００万円で、この普通交付税減額分も合わせ、令和５年度予算における財政

調整基金繰入金は１６億円強の見込みとなり、この多大な取崩し額をもって歳入不足を補ってい

ることに加え、将来の人口減による交付税減額についても留意が必要であります。 

 自主財源に乏しい本町でございますので、災害対応や未来の大規模事業等への対応財源として、

一定の水準が維持されるよう調整しながらの慎重な活用が重要となります。そのためにも、長期

的な財政運営を安定的に行うための重要な財源であるとの考えのもと、今まで以上に堅実な財政

運営を進める必要性を強く感じております。 

 令和６年度の見通しについては、歳入面では、予算の大部分を担う地方交付税が通常レベルへ

回復する見込みですが、前年の自主財源増収の影響から過疎債ソフト事業の借入上限額が大きく

減額されること等もあり、厳しい財源構成となる見込みがございます。歳出面では、新型コロナ

ウイルス感染症対策が落ち着くも、さらなる物価高騰や人件費改定などによる経常経費の増加が

見込まれます。 

 こうした本町財政状況の中、脱炭素移行やＤＸ推進といった社会的な構造変革への貢献も視野

に入れながら、将来に向けて必要な取組には積極的に投資するとともに、財源不足の慢性化を招

かないため、選択と集中、削減可能な経費は削減に努める等、義務的経費以外の歳出予算額をで

きる限り抑制する取組が求められております。 

 それでは、次に重点政策について申し上げます。令和６年度は、令和５年度から継続して、子
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育て・教育支援、安心・安全対策、未来につながる基盤強化、この３つの柱を掲げております。 

 重点政策の第１は、子育て・教育支援についてであります。 

 以前から申し上げておりますとおり、私自身、子育て世代の代表として、子育て・教育支援を

充実させ、周防大島町で子育てしてみたい、してよかったと思っていただけるよう各種事業を進

めてまいりたいと考えております。 

 そのためには、まずは安心して出産ができる環境づくりが必要であり、引き続き柳井医療圏域

内の総合病院に対して産科医師の確保のための支援や新たに大島病院に産婦人科外来を開設し、

柳井医療圏域内の総合病院より産婦人科医師を派遣していただき、産科の妊婦健診、婦人科の婦

人科疾患医療などを実施することとしており、産前・産後サポート事業や子育て世帯訪問支援事

業、そして新生児聴覚検査事業などの新規事業を実施するとともに、拡充する事業や継続事業に

おいてもしっかりと取り組むことで妊娠期から切れ目のない安心感のある支援を行ってまいりま

す。 

 また、子育てしやすい環境づくりといたしまして、保護者負担の軽減のため米空母艦載機部隊

配備特別交付金を財源とし、町内小中学校における学校給食費の無償化事業等の継続、新規事業

として高校３年生までの年齢を対象に医療費を全額助成する高校生等医療費助成事業を令和６年

１０月より実施したいと考えております。 

 次に、教育についてでございますが、教育の質の向上は、未来を担う子どもたちへの重要な投

資と考えており、ＩＣＴ教育支援事業を拡充することをはじめ、国際理解教育とグローバル人材

を育成するための教育の充実を図るため、ＡＬＴによる外国語教育など、幼少期から英語に触れ

る機会を創出し、保育園、小学校、中学校、高等学校と各年代に応じた英語教育の提供に努め、

グローバル教育の推進を継続して取り組んでまいります。 

 また、教育改革センター主任（部活動担当者）を配置し、部活動の地域移行に向けた取組を推

進するため部活動指導員を増員して、さらなる部活動指導体制の強化充実を図ることとしており

ます。 

 さらに、新しい学校教育の創造について、周防大島町の資源の１つである海を題材とした海洋

教育に取り組み、持続的な地域創生につながる人づくりと地域づくりの学びを推進するとともに、

教職員のスキルアップにつながる海洋教育パイオニアスクール事業、こちらを令和６年度の新規

事業として実施したいと考えております。 

 続きまして、第２であります安心・安全対策についてであります。 

 町民の生命や暮らしを守ることは、自治体の最も重要な責務であり、南海トラフ巨大地震や津

波、大雨による土砂災害などの自然災害や交通事故、火災、犯罪などへの対策を関係機関・団体

と緊密に連携しながら、的確な施策を引き続き講じてまいりたいと考えております。 
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 はじめに、防災対策についてでございますが、自助・共助・公助の取組を一層推進するためハ

ザードマップ等を活用した広報活動、防災訓練や防災講演会等を通じ、町民の皆様が学び考える

場を確保し、地域や学校に防災担当が出向くことなど、さらなる防災意識の醸成を図るとともに、

自主防災組織等が災害時に効果的な活動ができるよう、活動支援補助金を交付し実効性のある自

主防災組織等の育成を図ってまいります。 

 消防体制につきましては、消防団員の減少や高齢化に対応した消防団組織の再編の検討や消防

施設の更新・整備を引き続き行い、女性を含む消防団員の確保に努めながら、火災や激甚化する

自然災害などにも対応し得る地域消防力の充実・強化を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、交通安全、防犯対策については、関係機関・団体と連携を図りながら交通ルールの遵守

とマナー向上を促進するとともに、交通安全施設等の整備に努め、防犯対策では、全国的にうそ

電話詐欺などの特殊詐欺が多く発生していることから、自動通話録音機等の購入費の一部を助成

する事業を新たに実施したいと考えております。 

 また、令和４年度より実施しております防犯カメラの設置事業についても、引き続き犯罪や事

故防止のため公共施設に設置をしてまいります。 

 そして、第３といたしまして、未来につながる基盤強化についてであります。 

 本町をはじめ多くの自治体では、人口減少や少子高齢化の進展、複雑多様化する住民ニーズへ

の対応、自治体ＤＸの推進や環境問題、空家空地対策、公共施設の維持管理、さらには物価高騰

や財政難などといった大きな課題に直面しており、持続可能な行財政運営を確立するためには、

戦略的な未来への投資が必要であると考えております。 

 そのようなことから、本町の総合計画の基本目標に３つのまちづくりを掲げており、令和６年

度に各分野において新規事業として２８事業と拡充事業１１事業を計画し、継続事業においても

しっかりと取り組むことで、本町の未来につながる基盤を築くことができ、町民の皆様や事業者

の方々のチャレンジを後押しができるものと考えております。 

 また、令和４年度より開催をしております有識者意見交換会において、様々な分野の方々と意

見交換を行い、私にとりましても大変意義のあるものとなりました。 

 令和６年度も継続して実施したいと考えており、テーマの１つとしてまず考えておりますのは、

昭和５１年７月に開通いたしました大島大橋についてであります。 

 大島大橋については、周防大島町と本土を結ぶ唯一の架橋であり、本町にとりましては必要不

可欠なものであります。大島大橋も架橋からあと数年で５０年を迎えようとしております。 

 また、決して忘れることのできない平成３０年１０月２２日に起きた外国船籍貨物船衝突事故

では、町民の方々の生活、経済、社会活動に甚大な被害をもたらしました。 

 さらには、本町で危惧されております南海トラフ巨大地震や安芸灘断層などの大きな地震、津
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波による自然災害への対応を踏まえ、大島大橋は山口県管理のものではありますが、本町にとっ

ては重要なライフラインとしての命綱であり、なくてはならないものであります。また、人流や

交流、観光にとっても重要であります。 

 このことからも、第２大島大橋の架橋などについて様々な意見をいただき、現在の大島大橋の

役割や町としての考え方などをいま一度整理したいと考えております。 

 本町が抱える地域課題は様々ではございますが、町民の皆様が周防大島町で暮らして良かった、

ずっと住み続けたいと思っていただけるよう引き続き職員とともに全力かつ夢を持って町政運営

に取り組んでまいる覚悟でございますので、町議会の皆様をはじめ、関係各位のなお一層の御支

援、御協力を何とぞお願いいたします。 

 それでは、続きまして周防大島町の令和６年度当初予算案につきまして、お手元にお配りをし

ております令和６年度当初予算（案）の概要により御説明をさせていただきます。 

 それでは、この当初予算（案）の概要の４ページをお願いいたします。 

 私にとりましては、町長就任後、４年目の予算編成となりました。 

 令和６年度予算編成においては、エネルギー価格の高騰や円安の進行による物価の上昇、これ

らに対応する賃上げ、公共施設等の改修・更新など避けることができない財政需要の中にあって

も、国の動向と地方財政の課題をとらえながら、子育て・教育支援、安心・安全対策、未来につ

ながる基盤強化、この３つの柱の実現に向けて、限られた財源を有効的に活用し、予算を編成さ

せていただきました。 

 また、令和６年度は町制２０周年を迎える節目の年であります。本町では、行財政運営の基本

となる総合計画の将来像として掲げる、人と自然が響きあう笑顔あふれる安心のまち周防大島の

実現に向けて、長期的な視点に立った町政運営を進めるため、各種施策を引き続き展開してまい

りたいと考えております。 

 令和６年度の予算規模でございますが、一般会計の当初予算額は、前年度より８.５％増、

１２億５,０００万円増額の１５９億４,０００万円と、こちらは合併後の２年間を除いて過去最

大級の予算規模となりました。 

 国民健康保険事業など４つの特別会計の合計は、４.２％減の６２億５,８８１万４,０００円、

水道事業など３つの企業会計の合計は、２％増の９９億２,７８９万円、全ての会計の合計では、

３.８％増の３２１億２,６７０万４,０００円となっております。 

 一般会計において増額となった主な要因は、物価高騰による各種経費や人件費の増額等に加え、

学校施設やスポーツ、観光施設等、複数の施設の改修事業が集中したためでございます。 

 施設改修事業等の主な財源は、適用期限が令和６年度で最終となる合併特例事業債のほか、

ハード事業、ソフト事業で活用する過疎対策事業債を予定しております。 
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 合併特例事業債、過疎対策事業債は、毎年度償還する元利償還金の７割が普通交付税で措置さ

れますので、町財政運営に影響が出ないよう配慮しております。 

 ５ページには、一般会計と各特別会計の予算の状況をお示ししております。 

 なお、病院事業特別会計におきましては、コロナ禍後の患者数減少等を踏まえ、収益的収支に

おいて病院事業局としてはじめて赤字予算となっております。 

 それでは、６ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳入の状況でございますが、１款町税は、２.３％増の１３億１５６万９,０００円

を見込んでおります。 

 ２款地方譲与税から１０款地方交付税につきましては、前年度の実績見込みや国の地方財政計

画等により試算をして計上しており、１０款地方交付税は、１.２％減の７２億９,０００万円を

見込んでおります。 

 １８款繰入金は、各基金の取り崩しでございますが、財源不足を補うための財政調整基金は、

１３億１,４４９万円を繰り入れることとしており、合計で６７.４％増の１５億９,７５６万

９,０００円となっております。 

 ２１款町債につきましては、３０％増の２８億２,３００万円の計上となっております。防災

行政無線再整備事業、道の駅サザンセトとうわ改修事業等の財源となる過疎対策事業債のほか、

グリーンステイながうらサッカー場の人工芝全面改修事業、Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改修事業、

合併地域振興基金積立金等の財源である合併特例債がその主なものでございます。 

 以上が歳入の状況でございますが、７ページの下の表に自主財源と依存財源に区分した表をお

示ししておりますとおり、町税等による自主財源比率は２１.５％と低い状況であり、地方交付

税や町債、国庫支出金、県支出金といった依存財源に頼らざるを得ない厳しい財政状況となって

おります。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 歳出の状況を目的別にお示ししております。 

 １款議会費では、議場放送設備更新工事等により、３８.２％増の１億２,６００万円の計上で

ございます。 

 ２款総務費では、ワーケーションアイランド構想加速化促進補助金や防災行政無線再整備事業、

合併地域振興基金積立金７億円などにより、９.２％増の２９億５,６８８万８,０００円の計上

でございます。 

 ３款民生費では、高校生等医療費助成事業、介護人材確保事業等の経費を新たに計上し、

３.５％増の２５億５,２９７万１,０００円となっております。 

 ４款衛生費では、新型コロナウイルスワクチン接種経費、じん芥処理施設経費、し尿処理施設
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改修等により、６.８％増の９億６,９７４万４,０００円の計上となっております。 

 ５款農林水産業費では、高潮・内水・浸水対策事業、海岸保全整備事業などにより、０.８％

増の７億１,６２１万５,０００円の計上でございます。 

 ６款商工費では、グリーンステイながうらサッカー場の人工芝改修事業、道の駅サザンセトと

うわ改修事業等により、７６.４％増の９億８,９５０万９,０００円の計上でございます。 

 ７款土木費では、道路橋りょう維持管理事業費等の減額により、５.２％減の４億８,０２２万

６,０００円の計上でございます。 

 ８款消防費では、消防団の分団に配備している消防可搬ポンプの更新等により、１２.１％増

の５億５６５万６,０００円の計上でございます。 

 ９款教育費では、Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改修事業、東和小学校改修事業等により、

３８.８％増の１５億３,３４９万２,０００円の計上となっております。 

 １０款災害復旧費は、道路橋りょう災害復旧事業の完了により大幅な減額となっております。 

 １１款公債費は、１７億９,０５８万１,０００円を、１２款諸支出金には、各特別会計への繰

出金３２億８,８６７万８,０００円を、また、１３款予備費には、前年度と同額の３,０００万

円を計上しております。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 この表は８ページの目的別の歳出予算を、性質別にそれぞれ分類し、計上したものでございま

す。 

 次に、１０ページをお願いいたします。 

 地方債残高の状況でございますが、一般会計における令和６年度末の残高は、約１１億

１,０００万円増額の約１６６億円になると見込んでおります。 

 １１ページには、各基金の状況をお示ししております。 

 財源調整用の財政調整基金は、令和６年度当初予算においては、１３億１,４４９万円の取り

崩しを予定しております。 

 また、下から９行目、合併地域振興基金には、合併特例債を財源として７億円積み立てる予定

のため、利子を含めた額を計上しております。 

 その２行下の学校給食費無償化事業基金には、学校給食費無償化に要する経費として２,９５２万

３,０００円を取り崩す予定としております。 

 続きまして、１３ページからは主要事業の概要につきまして、お示しをしております。 

 総合計画の３つの基本目標であります１．自然と共生した快適で活力あるまちづくり、２．人

が元気で活躍するまちづくり、３．安全・安心で思いやりに満ちたまちづくりに沿って各事業を

分類し掲載いたしております。 
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 なお、新規事業につきましては、主要事業に掲載しておりますとおり、全体で２８事業となっ

ております。 

 それでは、新規事業を中心にいくつか御紹介をさせていただきます。 

 １３ページ、産業の振興の新規事業の一番上、ワーケーションアイランド構想加速化促進補助

金でございますが、本町でワーケーションを実施する企業等に対し、宿泊費や交通費等の一部を

助成するものでございます。 

 ４つ目の観光プロモーション映像作成事業は、最新の情報を盛り込んだ観光プロモーション映

像を新たに作成いたします。 

 １４ページをお願いいたします。 

 こちらは継続事業ですが、上から５つ目、新規就業者等産地拡大促進事業補助金は、柑橘選果

場の選果機改修に対する助成を行う予定としております。 

 １５ページをお願いいたします。 

 上から５つ目、道の駅サザンセトとうわ改修事業は、トイレ棟と研修棟を新設し、観光客の増

加を図るものでございます。 

 一番下、生活環境の整備の新規事業、地方公共団体事務支援事業、こちらは和田郵便局に郵便

局型キオスク端末を設置し、コンビニがない地域でもマイナンバーカードを利用して簡単に行政

証明書の発行ができるようにいたします。また、包括連携協定によって郵便局を活用した行政窓

口サービスを行うことにより、事務の効率化、利便性の向上を図るものでございます。 

 １６ページをお願いいたします。 

 一番上の環境保全等推進事業は、地域脱炭素社会に向けた取組の強化を図るため、ゼロカーボ

ンシティ宣言を発出し、ＥＶ充電器の設置や研修会、環境イベントの開催等を予定しております。 

 中ほどの拡充事業の浄化槽適正管理推進事業は、令和５年度から開始した浄化槽のブロワ交換

費用や浄化槽本体の修繕費用の助成に加え、通常の維持管理費にかかる定額助成を行うものでご

ざいます。 

 １７ページの中段には、継続事業でございますが、久賀・大島地区及び東和片添地区において、

引き続き公共下水道の整備を行うこととしております。 

 １８ページをお願いいたします。 

 都市基盤の整備の新規事業の一番上、議場放送設備更新工事は、経年劣化により更新が必要と

なった議場のカメラ・音響設備等の更新工事を行うものでございます。 

 その下、拡充事業の画像処理技術導入事業、こちらは観光地やイベントの様子をＡＲ（拡張現

実）やＶＲ（仮想現実）の技術を用いてリアルな体験を可能とし、あわせてデジタルスタンプラ

リーを実施することで、観光客の集客や地域の活性化を図ろうとするものであります。 
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 １９ページをお願いいたします。 

 定住の促進について、若者世帯住宅取得応援事業や空家リフォーム助成事業を引き続き実施い

たします。 

 ３つ目の若者定住促進住宅建設事業は、第４期分の４戸の住宅建設に向けて用地造成工事等を

行うものでございます。 

 次は、学校教育の関係でございます。 

 新規事業の小中学校統合に関する意識調査でございますが、小中学校の統合に関する保護者等

の意識を調査するため、アンケート調査を実施するものでございます。 

 海洋教育パイオニアスクール事業、こちらは教育委員会及び希望する小学校において、周防大

島町の資源である海を題材とした海洋教育に取り組み、持続的な地域創生につながる人づくりと

地域づくりの学びを推進するものでございます。 

 続きまして、２０ページをお願いいたします。 

 上の２つの事業は、東和小学校関係の改修工事として、バリアフリー改修工事とプール改修工

事を行うものでございます。 

 拡充事業のＩＣＴ教育支援事業は、ＩＣＴを活用した学校環境づくりを行っており、新たにデ

ジタル学習アプリを導入し、新しい学習スタイルの推進に取り組もうとするものであります。 

 ２１ページの上から２つ目、継続事業でありますが、学校給食費無償化事業は、令和５年４月

から米空母艦載機部隊配備特別交付金による基金を財源として、町内小中学校の学校給食費の無

償化を実施しております。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 生涯学習の拡充事業、デジタル活用支援事業は、町民の方を対象に集合型・訪問型のスマート

フォン教室や移動車両によるスマートフォンセミナーを開催いたします。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 文化・スポーツの関係でございますが、グリーンステイながうらサッカー場改修事業は、サッ

カー場人工芝の全面改修工事を実施いたします。 

 宮本常一記念館開館２０周年事業、こちらは開館２０周年の記念事業やホームページのリニ

ューアル等を実施いたします。 

 Ｂ＆Ｇ海洋センタープール改修事業は、プールの温水化等リニューアル改修工事を実施するも

のでございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 交流の関係ですが、拡充事業の有識者意見交換会は、町が抱える課題について様々な立場の皆

様から幅広く意見をいただき、町政運営の参考にするとともに、能登半島地震など近年の災害を
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踏まえ、第２大島大橋についての意見交換も実施をしたいと考えております。 

 継続事業の一番下、語学留学生派遣事業につきましては、姉妹島であるハワイ州カウアイ島へ

高校生、高等専門学校生を派遣し、語学の学習だけではなく、現地の方との体験交流を通じて英

語によるコミュニケーション能力の向上を目指しております。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 保健・医療の関係となりますが、新規事業として、産前・産後サポート事業、子育て世帯訪問

支援事業のほか、４つ目の新型コロナウイルスワクチン接種事業は、新型コロナウイルスワクチ

ンの定期接種化に伴い、６５歳以上の方等を対象に接種費用の一部を助成いたします。 

 一番下の産婦人科医療事業は、産婦人科医療を提供するため、町立大島病院に産婦人科外来を

開設し、産科の妊婦健診、婦人科の婦人科疾患医療・子宮がん検診などを実施いたします。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 拡充事業の２つ目、妊婦健診事業は、令和６年度より多胎児を妊娠した場合、妊婦健診を通常

の１４回に５回分を上乗せして実施するものでございます。 

 続いて、２７ページの一番上、継続事業ですが、周産期医療提供体制支援事業、こちらは柳井

医療圏内の中核病院である総合病院に対して、産科医師等を確保するため、医療圏内の市町が財

政的支援を行い、周産期医療体制の維持を図るものでございます。 

 次に、一番下の福祉の関係でございます。 

 新規事業の高校生等医療費助成事業については、子育て世帯の経済的支援を図ることを目的に、

高校生世代の方を対象に医療費を全額助成いたします。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 一番上の介護人材確保事業、こちらは介護人材を確保するため、町内の介護事業所に就職した

有資格の介護等従事者に対し、支援金を支給するものでございます。 

 ２つ目の離島介護渡船料助成事業、こちらは離島における居宅介護サービスの利用促進のため、

渡船料を助成いたします。 

 続きまして、拡充事業の福祉タクシー利用助成事業は、令和６年度より８０歳以上の方への助

成を年１２回から年２４回へ増やすことといたします。 

 続きまして、２９ページをお願いいたします。 

 防災・消防・救急の関係でございます。 

 継続事業の防災行政無線再整備事業は、安定的に防災行政無線を運用していくため、年次的に

更新する計画としており、令和６年度は、主に再送信子局・多重無線設備等を更新する予定でご

ざいます。 

 ３つ目の高潮・内水・浸水対策事業は、漁港区域内において高潮や豪雨による浸水から防護す
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るため、護岸の改良や排水設備を整備するもので、三蒲東浜地区の高潮対策工事等を行います。 

 最後に、３０ページをお願いいたします。 

 交通安全・防犯の新規事業、自動通話録音機等購入補助金につきましては、振り込め詐欺をは

じめとした、電話による特殊詐欺等の被害を未然に防止するため、購入費の一部を補助するもの

でございます。 

 以上、主要事業につきまして、新規事業を中心にいくつか御紹介をいたしましたが、これまで

取り組んできました継続事業等も掲載しておりますので、後ほど御高覧いただければと存じます。 

 また、３１ページ以降は、合併関連事業、米空母艦載機部隊配備特別交付金関連、基金充当事

業のほか、町財政の推移を参考資料として掲載しております。 

 以上が周防大島町の令和６年度当初予算案の概要でございます。 

 続きまして、令和６年度第１回周防大島町議会定例会の提案理由の説明を申し上げます。 

 今期定例会に提案しております案件は、報告２件、諮問１件のほか、令和６年度各会計当初予

算、令和５年度補正予算、条例の一部改正など合わせて４０件であります。 

 報告第１号及び報告第２号は、工事請負変更契約の締結について、専決処分いたしましたので、

これを報告するものであります。 

 諮問第１号は、任期満了に伴う人権擁護委員の候補者の推薦について、議会の意見を求めるも

のであります。 

 議案第１号は、令和６年度周防大島町一般会計予算についてであります。 

 予算総額は１５９億４,０００万円となっております。前年度当初予算比１２億５,０００万円

の増額、率にして８.５％の増となっております。 

 議案第２号から議案第８号までは、令和６年度各特別会計予算に関わるものでございます。 

 議案第２号は、令和６年度周防大島町国民健康保険事業特別会計予算であります。 

 一般会計から２億３,６４６万５,０００円を繰り入れ、予算の総額は２４億２,０２８万

６,０００円となっており、前年度当初予算比２億７,２９８万円の減額であります。 

 議案第３号は、令和６年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計予算であります。 

 一般会計から１億７,１２８万９,０００円を繰り入れ、予算の総額は５億６２７万４,０００円

となっており、前年度当初予算比４,７６５万円の増額であります。 

 議案第４号は、令和６年度周防大島町介護保険事業特別会計予算についてであります。 

 一般会計から５億３,６０６万６,０００円を繰り入れ、予算の総額は３２億２,３６５万

９,０００円となっており、前年度当初予算比６,１４０万９,０００円の減額であります。 

 議案第５号は、令和６年度周防大島町渡船事業特別会計予算であります。 

 一般会計から１,５４３万５,０００円を繰り入れ、予算の総額は１億８５９万５,０００円と
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なっており、前年度当初予算比１,５２６万３,０００円の増額であります。 

 議案第６号は、令和６年度周防大島町水道事業特別会計予算であります。 

 収益的予算については、収入合計を８億８,３５２万１,０００円、支出合計を８億３,４６３万

３,０００円とし、資本的予算については、収入合計を２,７６５万６,０００円、支出合計を

２億４,０４５万８,０００円とするものであります。 

 議案第７号は、令和６年度周防大島町下水道事業特別会計予算であります。 

 収益的予算については、収入合計を１２億１,６４２万２,０００円、支出合計を１０億

６,０４２万７,０００円とし、資本的予算については、収入合計を１５億５,６０７万

４,０００円、支出合計を１８億５,６１０万円とするものであります。 

 議案第８号は、令和６年度周防大島町病院事業特別会計予算であります。 

 収益的予算については、収入合計を４３億９,７７９万６,０００円、支出合計を４９億

５７９万円とし、資本的予算については、収入合計を２億６,３９０万円、支出合計を１０億

３,０４８万２,０００円とするものであります。 

 議案第９号から議案第１５号までは、令和５年度各会計にかかる補正予算に関するものであり、

決算見込みによる減額補正が主なものであります。 

 議案第９号は、令和５年度周防大島町一般会計補正予算（第９号）であります。 

 既定の予算から５億５,６１８万１,０００円を減額し、補正後の予算を１６０億５,７００万

５,０００円とするものであります。 

 議案第１０号は、令和５年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）であり

ます。 

 既定の予算に４,７１９万８,０００円を追加し、補正後の予算を２８億９,０９２万

６,０００円とするものであります。 

 議案第１１号は、令和５年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）であ

ります。 

 既定の予算から２,０８９万４,０００円を減額し、補正後の予算を４億３,７８９万

７,０００円とするものであります。 

 議案第１２号は、令和５年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）であります。 

 保険事業勘定の既定の予算から１億３,５９４万２,０００円を減額し、補正後の予算を３４億

２,５４０万６,０００円とするものであります。 

 議案第１３号は、令和５年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）であります。 

 既定の予算から２４０万６,０００円を減額し、補正後の予算を９,３６５万１,０００円とす

るものであります。 
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 議案第１４号は、令和５年度周防大島町水道事業特別会計補正予算（第５号）であります。 

 収益的支出予算において所要の補正を行うものであります。 

 議案第１５号は、令和５年度周防大島町病院事業特別会計補正予算（第４号）であります。 

 業務の予定量、収益的収入及び支出予算並びに資本的収入及び支出予算等において所要の補正

を行うものであります。 

 議案第１６号から議案第２６号までは、条例の一部改正に関するものであります。 

 議案第１６号周防大島町ちびっ子医療費助成事業基金条例の一部改正については、令和６年

１０月からの実施を目指しております高校生等医療費助成事業に本基金を活用するため、所要の

改正を行うものでございます。 

 議案第１７号周防大島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正については、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されることに伴

い、所要の改正を行うものであります。 

 議案第１８号周防大島町三蒲児童の館の設置及び管理運営に関する条例の一部改正については、

現在、東和小学校敷地内に建築中の放課後児童クラブ施設の設置及び管理運営に関し必要な事項

を定めるにあたり、所要の改正を行うものであります。 

 議案第１９号周防大島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正については、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設の運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うもの

であります。 

 議案第２０号周防大島町介護保険条例の一部改正については、介護保険法施行令の一部を改正

する政令及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令により、所要の改正を行うものであり

ます。 

 議案第２１号周防大島町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正については、国の基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 議案第２２号周防大島町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についても、

国の基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 議案第２３号周防大島町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部改正についても、国の基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行うもの

であります。 

 議案第２４号周防大島町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を
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定める条例の一部改正についても、国の基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行うもので

あります。 

 議案第２５号周防大島町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格

基準に関する条例及び周防大島町水道事業給水条例の一部改正については、水道行政等にかかる

権限等が厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管されることを受け、水道法が一部改

正されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 

 議案第２６号周防大島町病院等事業の設置等に関する条例の一部改正については、持続可能な

医療提供体制を確保するため策定する周防大島町病院事業経営強化プランに基づき、所要の改定

を行うものであります。 

 議案第２７号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び共同処理する事

務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更については、山口県市町総合事務組合の公平委

員会事務及び行政不服審査会事務を共同処理する団体に、萩・長門清掃一部事務組合を加えるこ

とに伴い、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第２８号及び議案第２９号は、財産の無償貸付けについてであります。 

 議案第２８号は旧田布施農業高等学校大島分校、議案第２９号は旧森野小学校を、それぞれの

施設の無償貸付けについてお諮りするものであります。 

 議案第３０号から議案第３７号までは、指定管理者の指定についてであります。 

 議案第３０号は油宇集会施設、議案第３１号は小泊集会施設、議案第３２号はデイサービスセ

ンター福寿苑、議案第３３号は東和在宅老人デイサービスセンター、議案第３４号はデイサービ

スセンター和田苑、議案第３５号はデイサービスセンターしらとり苑、議案第３６号は周防大島

町高齢者生活福祉センター「和田苑」、議案第３７号は周防大島町高齢者生活福祉センター「し

らとり苑」、それぞれの施設にかかる指定管理者の指定についてお諮りするものであります。 

 以上、各案件につきましては、提案理由の説明を申し上げましたが、詳しくは提案の都度、私

なり関係参与が御説明いたしますので、何とぞ、慎重なる御審議のうえ、御議決を賜りますよう

よろしくお願いをいたします。 

○議長（小田 貞利君）  暫時休憩します。 

午前10時40分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時51分再開 

○議長（小田 貞利君）  休憩前に引き続き会議を再開します。藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  それでは、この際、３件について行政報告をさせていただきます。 

 はじめに、令和６年能登半島地震における本町の対応等について御報告をさせていただきます。 
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 去る令和６年１月１日１６時１０分頃に石川県能登地方で発生をいたしましたマグニチュード

７.６、最大震度７の大規模な地震により津波や火災が発生し、多くの家屋が倒壊・流出・焼失

するとともに、死者２４１名、負傷者１,５３７名と甚大な被害状況となっており、今もなお多

くの方々が避難所生活を余儀なくされているところであります。 

 お亡くなりになられた方々に対し、深く哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様方にお

見舞いを申し上げます。 

 この大災害に対する被災地への支援等につきまして、その状況を御報告いたします。 

 まず、義援金についてでございます。令和６年１月４日から各総合支所・出張所、たちばなケ

アプラザに義援金箱を設置し、来庁者の方々へ善意の御協力をお願いしているところであります。

令和６年１月２４日に第１回目の集約を行い、日本赤十字社に４万８,５３３円をお送りをした

ところでございます。 

 また、周防大島町といたしましても、山口県町村会や公益社団法人Ｂ＆Ｇ財団を通じた支援を

行っております。 

 議員各位におかれましても、山口県町議会議長会を通じ、被災地の復興支援のためのお見舞金

をお送りしたとお聞きしております。ここに皆様の心温まるお気持ちに感謝を申し上げますとと

もに、引き続き御協力をどうぞよろしくお願いをいたします。 

 次に、人的支援についてでございます。 

 総務省の応急対策職員派遣制度による山口県の支援先団体が、令和６年１月２２日付で石川県

輪島市とされ、令和６年１月２３日から令和６年２月１日までは県職員が１０名体制で、そして

令和６年２月２日から県職員６名と市町職員４名の計１０名体制で、現地において家屋の被害認

定や罹災証明書の交付、こちらにかかる業務に従事をしております。 

 本町におきましては、令和６年３月８日から令和６年３月１５日にかけて１名の派遣を予定し

ております。被災地の惨状や取り巻く環境、そしてこれに対応する業務について身をもって体験

するものであり、その経験は今後の本町の防災対策や応急に必ず生かせるものであり、今後も可

能な限り支援を続けてまいりたいと思いますので、御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 続いて、２点目であります。２点目は、柳井地域の水道事業の広域化についてであります。 

 柳井地域の水道事業の広域化に関して、これまでの成果や今後の予定などについて申し上げま

す。 

 お配りをしております水道事業の広域化にかかる行政報告資料をお願いいたします。 

 本日は、１２月議会以降の取組内容や、基本協定書、企業団規約（案）、事業計画書の進捗状

況などにつきまして、御説明をさせていただきます。 

 はじめに、資料の４ページ、令和５年１２月以降の取組といたしまして、広域化に関する研修
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会の開催、広域化プロジェクトチームによる協議を重ねております。 

 資料４ページをお願いいたします。 

 令和６年１月３０日、火曜日でありましたけれども、柳井地域水道事業の統合に関する基本協

定の締結について、柳井市役所で調印式を行いました。 

 調印式では、来賓として山口県議会から柳居議長をはじめ有近議員、国本議員に御臨席をいた

だき、そして山口県環境生活部長、構成団体の議会議長を立会人として執り行いました。本町議

会からも、小田議長の代理として久保副議長に御出席をいただきました。 

 協定書の内容は、令和５年第４回定例会で御説明した内容と同一であり、第１条で統合の目的

を、第２条で定義を、第３条では統合の期日を令和７年４月１日としております。第４条は統合

の方法を、そして第５条では経営の主体を、第６条では運営体制を明記しております。 

 続いて、資料の５ページ、第７条であります。 

 第７条は相互協力について、第８条は資産等について、第９条は事業計画について、第１０条

ではその他について明記をしております。 

 続いて、資料６ページからの柳井地域広域水道企業団規約の改正（案）について御説明をいた

します。 

 現在、用水供給事業を経営している柳井地域広域水道企業団が各市町の水道事業も経営するこ

とになりますと、企業団規約を改正する必要がございます。 

 本日は、主に変更となる予定箇所について説明をさせていただきます。 

 第３条の共同処理する事務、こちらは企業団が処理する事務を定義するもので、関係市町の末

端水道事業の経営に関する事務及び水道事業や水道用水供給事業に付帯する事務を追加すること

が予定されております。 

 第４条の事務所の位置、こちらは主たる事務所の位置を定義するもので、広域化検討委員会で

合意した柳井市役所内に変更する予定としております。 

 第５条の第１項は企業団議会についてであります。事務局では、近隣団体や類似団体の情報も

参考としながら議員定数案について検討しているところで、令和６年２月２２日には関係市町の

議長、副議長会を開催しております。 

 資料７ページをお願いいたします。 

 執行機関について、構成団体の副市長、副町長を充てる参与を追加するため、第９条の２の条

文を追加する予定にしております。 

 第１２条の経費の支弁は、共同処理する事務の経費負担を定めるものであります。ここでは、

市町の水道事業にかかる経費は当該団体の水道料金、企業債、補助金、繰入金等をもって負担す

ることとし、各水道事業の経理は明瞭に区分することを予定しております。 
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 資料８ページ、附則で、施行期日は令和７年４月１日からとし、経過措置としまして、議員定

数に変更があった場合の選挙の方法について記載することとし、関係市町の水道事業の事務及び

関係市町が保有する水道事業の資産、負債及び資本は、令和７年４月１日に企業団が承継する旨、

記載することとしております。 

 資料９ページから１５ページにかけては、議員定数に関する参考資料などを掲載しております。 

 なお、この規約は、本年度中に山口県に協議を行い、令和６年第３回定例会におきましてお諮

りをしたいと考えておるところでございます。 

 次に、資料１６ページからの柳井地域広域水道企業団の事業計画書について御説明申し上げま

す。 

 基本協定書の第９条におきまして、統合の事業計画は、専門部会において、本協定に基づき調

整事項について検討を行い、策定するものとするとしております。 

 事業内容や経費など各部会において合意に至っていない部分がございますので、これまで合意

がされたものについて御説明を申し上げます。 

 第１章のはじめにでは、計画の位置付け、基本理念・基本方針・計画期間について記載してお

ります。 

 資料１７ページをお願いいたします。 

 第２章では、水道事業の現状と課題について、資料１８ページにかけて触れております。 

 令和３年度から２か年かけて行った、広域化に関する基本検討業務の検討結果を反映させたも

のであります。 

 水需要の減少等により、供給単価の改定が必要となり、末端水道事業の経営は大幅な悪化とな

ること、水道施設は老朽化が進み、更新に合わせた耐震化やダウンサイジングも必要となること、

管路も同様で、更新に合わせた耐震化を進める必要があることなどでございます。 

 また、現在、全ての団体において水道料金で経費が賄えていない状況にあり、高額な一般会計

からの繰り入れにより成り立っている状況にありますので、一般会計の負担の軽減も課題と言え

ます。 

 職員体制についても、水道の専門知識を有する人材の育成や技術の継承が課題となっています。 

 第３章は、資料２０ページから２２ページにかけて、組織・職員計画についての記載でござい

ます。 

 基本的な考え方として、統合効果を最大限に活かし、将来にわたって持続可能な水道サービス

の提供が可能となるよう、組織体制を構築し、将来的にはより広範囲な枠組みによる連携につい

て検討を進めてまいります。 

 資料２３ページをお願いいたします。 
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 第４章は、通信基盤・システム整備計画についてであります。 

 システム整備計画の基本的な考え方として、水道事業は個人情報など多様な情報を扱い、重要

なライフラインであるため、快適な通信環境の整備と強固なセキュリティを確保いたします。 

 各種システムの統合は、国の交付金を活用し、令和９年度を目途に統一を行うことで、それぞ

れのプロジェクトチームにより現在調整中であります。 

 資料２４ページからは業務運営計画についてであります。 

 業務運営の基本的な考え方は、統合のメリットを活用した業務効率化を図ることや、業務水準

やサービスレベルの向上、迅速かつ効果的な危機管理体制を構築することといたします。 

 資料２７ページから２８ページにかけて、施設整備計画では、施設整備の基本的な考え方とし

て、事業ごとに施設・管路の機能診断・耐震診断を行い、老朽度や緊急度、重要度を考慮した更

新計画を策定し、将来の水需要を見据えたうえで、再編整備を行い、将来の更新費用や維持管理

費を縮減いたします。 

 また、施設の強靱化など危機管理対策を実施し、災害や事故に強い水道を整備いたします。 

 資料２８ページ中段から、第７章、財政運営計画についてでございます。 

 基本的な考え方は、各事業に必要な財産は、構成団体から無償で引き継ぎ、区分し管理いたし

ます。構成団体からの繰出金は、従前から負担している項目を継続して繰り出すことを前提に、

毎事業年度開始前までに、構成団体と協議のうえ、繰出額及び繰出時期を定めます。 

 資料２９ページには、まとめといたしまして、１、サービスの向上、２、施設・維持管理の最

適化、３、組織・管理体制の強化、４、長期的な取り組みと、４つの項目ごとに整理をしてまい

ります。 

 資料３１ページには、今後の予定についてでございます。 

 企業団規約の一部改正について、令和６年第３回定例会でお諮りをさせていただく予定として

おります。 

 事業計画書については、調整中のものも多くございますが、令和６年第３回定例会では報告で

きるよう準備を進めてまいります。 

 令和６年１２月の企業団議会では、給水条例などの制定を、また市町の議会でも、水道事業に

関する条例の改廃について御審議いただく予定とし、準備を進めてまいります。 

 令和７年２月の企業団議会や令和７年３月の市町の議会におきまして、令和７年度の新年度予

算について御審議をいただき、準備を進め、令和７年４月１日には新たな企業団として柳井市役

所内で開所できるよう進めてまいります。 

 以上、雑駁ではございますが、水道事業の広域化にかかる行政報告といたします。 

 続いて、最後でございますが、町立橘医院歯科診療における訴訟の対応等について御報告をい
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たします。 

 町立橘医院歯科診療における歯科金属にかかる町長に対する訴訟が提訴された旨の報道が、去

る令和６年２月１５日にございました。 

 報道によりますと、訴訟の内容は、町長が事業管理者や歯科医師に３,０００万円の損害金を

請求するように求めるものであるとのことでございました。 

 しかしながら、本日現在で裁判所より訴状が届いておらず、その詳細が不明な状況でございま

す。訴状が届きましたら、内容を精査し適正に対処してまいる所存でございます。 

 以上、３件、行政報告をさせていただき、施政方針、提案理由の説明を終えさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（小田 貞利君）  以上で、施政方針並びに提案理由の説明・行政報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第１号 

日程第６．報告第２号 

○議長（小田 貞利君）  日程第５、報告第１号専決処分の報告について（変更契約、法第

１８０条関係）と、日程第６、報告第２号専決処分の報告について（変更契約、法第１８０条関

係）、執行部の報告を求めます。中元総務部長。 

○総務部長（中元 辰也君）  報告第１号は、令和５年度周防大島町防災行政無線再整備工事の変

更契約についてであります。 

 令和５年度周防大島町防災行政無線再整備工事につきましては、令和５年６月７日にパナソニ

ックコネクト株式会社現場ソリューションカンパニー西日本社と仮契約を締結し、令和５年第

２回定例会において御議決を賜り、令和５年６月２３日に本契約とし、令和６年３月２８日を完

成期日として工事を施工しております。 

 このたび、久賀庁舎にあります親局設備におきまして、既設分電盤の老朽化及び予備回路の不

足に伴う分電盤の更新、自動起動発動発電機設置場所の変更に伴う据付架台の設置及びタブレッ

ト型端末による遠隔操作を可能にするためのルーター機器の追加設置により、請負代金を増額す

ることが必要となりました。 

 このことから、原契約の工事請負代金２億１,８９０万円に４９５万円を増額した２億

２,３８５万円とする請負変更契約につきまして、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、

令和６年１月２６日に専決処分をさせていただきましたので、同法同条第２項の規定により御報

告いたします。 

 続きまして、報告第２号は、令和５年度 若者定住促進住宅 明新住宅（第３期）の建築工事

の変更契約についてであります。 
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 令和５年度 若者定住促進住宅 明新住宅建築工事につきましては、令和５年８月２２日に白

木産業株式会社と仮契約を締結し、令和５年第３回定例会において御議決を賜り、令和５年９月

１日に本契約とし、工事を施工しております。 

 工事に際して、地業工事施工中に地中障害物があったため、地中障害物撤去にかかる重機の追

加及び固化材の追加により、請負代金を増額することが必要となりました。 

 つきましては、原契約の工事請負代金１億４５０万円に４６万８,６００円を増額した１億

４９６万８,６００円とする請負変更契約について、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づ

き、令和６年２月９日に専決処分をさせていただきましたので、同法同条第２項の規定により御

報告いたします。 

○議長（小田 貞利君）  以上で、執行部の報告を終了いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．諮問第１号 

○議長（小田 貞利君）  日程第７、諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求める

ことについてを議題といたします。 

 補足説明を求めます。藤本町長。 

○町長（藤本 淨孝君）  諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについ

て、補足説明をいたします。 

 現人権擁護委員であります山本隆昭氏の任期が令和６年６月３０日をもって任期満了となりま

すことに伴う、後任候補者の推薦につきまして、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会

の意見を求めるものであります。 

 候補者といたしましては、教育者として長年の経験を有しておられ、教育のみならず人権擁護

に関しても深い造詣をお持ちの中原輝昌氏を推薦したいと存じます。 

 詳細な経歴につきましては、お手元の説明資料に示してあるとおりでございます。 

 私といたしましては、人格、識見ともに高く、人権擁護委員に適任であると思われますので、

よろしく御審議をいただきますようお願いいたします。 

○議長（小田 貞利君）  説明が終わりました。 

 お諮りします。諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、

中原輝昌氏を適任とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  異議なしと認めます。よって、諮問第１号人権擁護委員の候補者の推薦

は、中原輝昌氏を適任とすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 
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日程第８．議案第９号 

○議長（小田 貞利君）  日程第８、議案第９号令和５年度周防大島町一般会計補正予算（第

９号）を議題とします。 

 補足説明を求めます。中元総務部長。 

○総務部長（中元 辰也君）  議案第９号令和５年度周防大島町一般会計補正予算（第９号）につ

いて、補足説明をいたします。 

 別冊の一般会計補正予算つづりの１ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算の総額から５億５,６１８万

１,０００円を減額し、予算の総額を１６０億５,７００万５,０００円とするとともに、第２条

により地方債の補正を行うものでございます。 

 歳入歳出補正予算につきましては、各事業の事業費の確定及び精算見込みによる補正並びに財

源調整が主なものでございます。 

 それでは、補正予算の概要につきまして、事項別明細書により御説明をいたします。 

 １３ページをお願いいたします。 

 まずは歳入でございます。１款町税１項町民税１目個人につきましては、申告所得の増加を要

因とする普通徴収分２億６,５０２万６,０００円の増額補正となっております。 

 ２目法人につきましては、新規事業所の参入及び金融業の業績向上により、１,６４７万

９,０００円の増額補正でございます。 

 ５項１目入湯税につきましては、施設のリニューアル準備やポンプの故障等の期間の影響から、

２５０万円の減額補正となっております。 

 １２款分担金及び負担金１項分担金につきましては、長崎地区農地補助災害復旧事業の激甚災

害指定により補助金が上乗せとなったことに伴います３９１万８,０００円の減額補正でござい

ます。 

 １４ページ、１３款使用料及び手数料１項使用料につきましては、駐車場使用契約の減による

減額補正でございます。 

 ２項手数料は、不燃ごみ搬入量の増加による衛生手数料３７万７,０００円の増額補正でござ

います。 

 １４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金は、それぞれ事業の精算見込みにより、

総額４７６万５,０００円の減額となっております。 

 ２目衛生費国庫負担金は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の精算見込みによる

４,１３６万９,０００円の減額補正。 

 １５ページ、３目災害復旧費国庫負担金は、公共土木施設災害復旧費負担金の交付決定に伴う
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減額調整でございます。 

 ２項国庫補助金１目総務費国庫補助金につきましては、離島高校生修学支援費補助金及び個人

番号カード交付事務費補助金の実績見込みによる減額のほか、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金及び物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の追加交付、マイナンバーカー

ドへのローマ字での氏名表記等にかかる社会保障・税番号制度システム整備費補助金の追加計上

により、総額１億４,２２５万円の増額補正となっております。 

 ２目民生費国庫補助金は、生活困窮者就労準備支援事業及び地域生活支援事業の精算見込みに

よる減額補正でございます。 

 ３目衛生費国庫補助金は、総額１,８１１万５,０００円の減額となっておりまして、出産・子

育て応援事業、特定外来生物防除対策事業、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の精

算見込みに伴う減額となっております。 

 ６目消防費国庫補助金は、住宅・建築物耐震改修等事業の実績見込みによる減額、８目災害復

旧費国庫補助金は、農業水産業施設の災害復旧事業が激甚災害の指定を受けたことに伴う増額補

正でございます。 

 １６ページ、１５款県支出金１項県負担金１目民生費県負担金は、後期高齢者基盤安定負担金、

児童手当負担金など、それぞれ事業の精算見込みによる調整となっておりまして、総額１,０２６万

１,０００円の減額補正となっております。 

 ２項県補助金１目総務費県補助金、２目民生費県補助金、３目衛生費県補助金、４目農林水産

業費県補助金。 

 １７ページ、５目商工費県補助金、６目消防費県補助金、７目教育費県補助金につきましては、

それぞれ事業の確定若しくは精算見込みによる調整となっておりまして、農業委員会交付金補助

金の３０万１,０００円の増額を除き、減額補正でございます。 

 ３項県委託金１目総務費県委託金は、県議会議員選挙経費及び衆議院議員補欠選挙経費並びに

各種統計調査事業の完了に伴う減額補正となっております。 

 ３目衛生費県委託金は、地域外来・検査センターの閉鎖に伴う運営事業委託金の精算となって

おります。 

 ４目農林水産業費県委託金は、県事業の換地面積及び対象農家数減に伴う水利施設等保全高度

化事業換地処分事務委託金の減額補正でございます。 

 １８ページ、５目商工費県委託金は、片添ヶ浜海浜公園指定管理料に対する電気代等高騰分と

して、６９万円の増額補正となっております。 

 １６款財産収入１項財産運用収入２目利子及び配当金につきましては、財政調整基金のほか、

各基金の利子の調整でございます。 
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 １９ページ、１８款繰入金１項基金繰入金につきましては、１目財政調整基金繰入金６億

１８８万７,０００円の減額補正をはじめ、基金事業それぞれの精算見込み、対象事業における

入札減等に伴う減額調整でございます。 

 ２０款諸収入３項貸付金元利収入につきましては、中小企業勤労者小口資金貸付金の実績がな

かったことによる減額となっております。 

 ２０ページ、４項雑入につきましては、単価上昇などによる空き缶売却代金の増収、ごみ収集

袋販売や陸上競技場・総合体育館電気料の実績見込みによる減額、中山間地域等直接支払交付金

事業などの過年度事業の精算に伴う一部返還金が主なものでございます。 

 ２１款町債につきましては、各事業の確定または精算見込みによる増減調整を行っております。 

 続きまして、２２ページからの歳出でございます。主な事由について御説明をいたします。 

 まず、１款議会費につきましては、入札による議事録作成費の減額、町人会等の中止による減

額が主なものでございます。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費につきまして、行政一般管理経費は、実績見込みに

よる会計年度任用職員経費や公用車運転業務の減額並びに郵便後納の減少による通信運搬費の減

額が主なものでございます。 

 ２３ページ、契約監理一般経費につきましては、建設工事発注における週休２日制の導入に対

応するため、契約・工事管理システムの改修費として委託料１９万８,０００円の追加計上でご

ざいます。 

 ２目文書広報費、広報広聴事業費につきましては、町広報誌の印刷実績による印刷製本費の減

額、防災行政無線施設管理事業費は、防災行政無線の再整備工事等の入札減による工事請負費等

の減額補正となっております。 

 ２４ページ、３目財政管理費は、コピーパフォーマンス使用量の減少による修繕費の減額でご

ざいます。 

 ５目財産管理費、財産管理一般経費につきましては、未利用地の測量等の事業見込みによる委

託料の減額、基金管理経費につきましては、それぞれ基金の利子等の積立額の調整を行っており

ます。 

 ２５ページ、６目企画費、離島振興事業費につきましては、実績見込みによる減額となってお

ります。 

 定住対策事業につきましては、若者世帯住宅取得応援事業の実績見込みによる報償費及び補助

金の減額、イベント用チラシ作成の中止による委託料の減額でございます。 

 ２６ページ、空家対策事業及び空家有効活用事業につきましては、実績見込みによる減額補正

となっております。 
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 若者定住促進住宅建設事業につきましては、明新住宅第３期分の建設にかかる入札結果による

工事請負費の減額及び土地購入面積の変更に伴う減額でございます。 

 ７目支所及び出張所費、小規模施設整備事業費、久賀支所につきましては、補助金の実績見込

みによる減額。 

 ２７ページ、大島支所管理経費につきましては、大島庁舎中央監視装置及び端末装置更新など

の入札結果による減額、光熱水費の年間使用見込みによる減額でございます。 

 東和支所管理経費につきましては、沖家室事務所窓口業務の廃止に伴う委託料の減額、橘支所

管理経費は、光熱水費の年間使用見込みによる減額、道路等維持管理経費は、町道及び水路の追

加的な補修を行うため、工事請負費５０万円の増額補正、日良居出張所経費は、光熱水費不足見

込みの増額、エレベーター点検委託料の減額となっております。 

 ２８ページ、８目電子計算費につきましては、内部情報系システム更新の契約額の確定による

減額のほか、電算室空調機の不調解消のための工事請負費７６万６,０００円の新規計上が主な

補正内容でございます。 

 ９目地域振興費につきましては、自治会関係事業費及び自治会活動支援事業費──これは物価

高騰対応でございます──における自治会振興奨励金の額の確定による減額となっております。 

 地域おこし協力隊経費につきましては、農林関連部門は、任用開始時期の調整による人件費の

減額。 

 ２９ページの水産関連部門は、地域おこし協力隊員起業経費補助金の活用見込みがないことか

らの減額でございます。 

 １０目交通安全対策費につきましては、防犯カメラ設置工事費の確定に伴う減額補正となって

おります。 

 ３０ページ、２項徴税費は、令和６年度税制改正において実施される個人住民税の定額減税に

対応するため、住民税システムの改修費として委託料３５１万７,０００円を新たに計上してお

ります。 

 ３項戸籍住民基本台帳費につきましては、会計年度任用職員経費の調整、コンビニ交付システ

ム改修の仕様未確定による来年度実施や業務実績見込みによる減額補正のほか、国庫補助金を財

源として、戸籍の附票の振り仮名の仮登録業務が新たに必要になったことを受け、委託料

２６６万２,０００円を追加計上しております。 

 ３１ページ、４項選挙費につきましては、県議会議員選挙経費及び３２ページの衆議院議員補

欠選挙経費の実績確定による減額補正でございます。 

 ３４ページ、５項統計調査費につきましては、各種統計経費の実績見込みによる減額補正とな

っております。 
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 ３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費、低所得世帯等価格高騰重点支援給付金事業

（新型コロナウイルス対策）につきましては、事業費の実績見込みによる減額とともに、国庫補

助金の追加交付に伴う財源調整を行っております。 

 ３５ページ、重点支援給付金事業（住民税均等割）は、住民税均等割のみの課税者のみで構成

される世帯の世帯主を交付対象者として、世帯あたり１０万円の給付金を給付する国策事業であ

りまして、総額６,２９７万５,０００円を新たに計上しております。 

 ３６ページ、重点支援給付金事業（こども加算）についてですが、新たな国策事業として、先

述の住民税均等割の１０万円給付金の交付世帯及び住民税非課税世帯に対し、１８歳以下の児童

１人あたり５万円をこども加算として支給する事業といたしまして、総額１,７５７万４,０００円

の新規計上でございます。 

 なお、財源調整のみにつき、説明欄に掲載されておりませんが、重点支援給付金事業（こども

加算）に対する国庫補助金の追加交付分について、充当処理を行っております。 

 ２目障害福祉費につきましては、障害者地域生活支援や介護給付費などの各障害福祉サービス

関連事業の実績若しくは実績見込みによる調整となっております。 

 ３７ページ、３目老人福祉費につきましては、老人保護措置費の実績見込みの減、緊急通報シ

ステム利用台数の減による減額補正が主なものでございます。 

 ３８ページ、２項児童福祉費１目児童福祉総務費につきましては、実績見込みによる子育て施

設等利用給付事業の減額でございます。 

 ２目児童措置費、３目母子福祉費、３９ページの５目保育所運営費につきましては、児童手当

事業、私立保育所運営経費など、各事業の実績見込みによる減額でございます。 

 ４０ページ、３項生活保護費につきましては、生活困窮者就労準備支援事業費補助金の交付決

定に伴う財源調整となっております。 

 ４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費につきまして、母子健診事業及び出産・子育て

応援給付金事業につきましては、実績見込みによる委託料や給付金の減額、地域外来・検査セン

ター設置運営事業（新型コロナウイルス対策）につきましては、事業終了による各種経費の減額

補正でございます。 

 ４１ページ、２目予防費につきまして、検診事業及び予防接種事業につきましては、受診見込

み者数の減に伴い委託料などの減額となっております。 

 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業及び４２ページの接種対策費につきましては、

国庫補助金等の精算見込みに伴う各種経費の減額でございます。 

 ３目環境衛生総務費につきましては、環境衛生総務一般経費は、アルゼンチンアリ殺虫剤の購

入数量の減などによる減額、施設維持管理費は、光熱水費の年間見込みによる減額が主なものと



- 34 - 

なっております。 

 ４３ページ、４目火葬場費につきましては、大島斎場及び橘斎場における光熱水費の年間見込

みによる減額でございます。 

 ２項清掃費２目じん芥処理費につきまして、じん芥処理経費は、ごみ袋購入費、ごみ収集業務、

水質検査費などの入札結果による減額、じん芥処理施設管理経費につきましては、光熱水費の年

間見込みによる減額、焼却灰搬出量の減による委託料の減額が主なものでございます。 

 ４４ページ、不燃物処理施設管理経費は、その他プラスチック等の運搬処分量の減に伴う委託

料の減額でございます。 

 ３目し尿処理費は、し尿処理経費における情島し尿収集運搬車購入の入札結果による備品購入

費の減額、し尿処理施設管理経費における光熱水費の年間見込みによる減額などでございます。 

 ４５ページ、５款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費につきましては、農地利用最適化

推進活動実績の減などによる報酬の減額及び県補助金の財源調整となっております。 

 ３目農業振興費につきまして、農業振興対策一般経費は、農業部門における事業承継者支援金

の実績見込みによる減額、担い手総合支援事業につきましては、交付対象者の確定に伴う減額補

正でございます。 

 特産対策事業につきましては、各事業補助金の実績により、総額１,６３７万１,０００円の減

額となっております。 

 ４６ページ、中山間地域等直接支払事業は、過年度事業分の精査結果を受け、償還金として

３万６,０００円を新規計上しております。 

 農業経営支援金事業は、肥料高騰対策緊急支援の実績見込みに伴う減額補正、水利施設等保全

高度化事業は、県委託金の実績見込みの減及び換地面積・対象農家数の減による減額補正でござ

います。 

 ４目畜産業費につきましては、実績見込みに伴う畜産振興事業補助金の減額及び畜産業経営支

援金の実績見込みによる減額となっております。 

 ４７ページ、５目農地費、排水施設管理事業につきましては、油宇排水機場の点検が工事施工

により不要となったことによる委託料の減額、県営農業基盤整備事業につきましては、県営建設

事業にかかる事業箇所及び事業費の精算見込みによる負担金の調整として、総額８２１万

９,０００円の増額補正でございます。 

 広域農道管理事業は、光熱水費の年間見込みによる減額、ため池等管理経費は、実施予定であ

った調査を県が実施したことによる委託料の皆減となっております。 

 多面的機能支払事業につきましては、過年度事業にかかる償還金として１万２,０００円の追

加計上でございます。 
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 ４８ページ、２項林業費１目林業総務費につきまして、林業総務一般経費は、交付決定に伴う

工事請負費の調整、有害鳥獣捕獲事業につきましては、実績見込みにより、有害鳥獣捕獲委託料

の減額、鳥獣被害防止施設等整備事業補助金の減額が主なものでございます。 

 海域保全管理事業につきましては、町が管理する国施設の燃料費を国が直接支払う形態に変更

となったことに伴う燃料費の減額補正となっております。 

 ２目林業振興費は、森林環境譲与税を活用した森林経営管理制度調査業務の実績見込みによる

減額、チッパシュレッダ購入等の入札結果による減額でございます。 

 ４９ページ、３項水産業費２目水産業振興費、水産振興対策事業につきましては、漁業経営構

造改善事業補助金の精算見込み並びに承継者支援金の実績見込みによる減額補正となっておりま

す。 

 ３目漁港管理費、漁港施設管理事業につきましては、漁港照明灯及び公衆トイレ等の光熱水費

の年間見込みによる減額でございます。 

 ６款１項商工費１目商工総務費につきましては、商工総務一般経費における公用車購入の入札

結果による減額、消費者行政事業におけるパンフレットの入札結果による減額となっております。 

 ５０ページ、２目商工業振興費につきまして、商工振興事業は、承継者支援金及び事業拡大支

援事業補助金の実績見込みによる減額、労働者福祉対策事業は、中小企業勤労者小口資金貸付金

の実績がなかったことによる貸付金の皆減でございます。 

 中小企業等支援事業につきましては、物価高騰等対策支援の実績確定に伴う委託料の減額でご

ざいます。 

 ３目観光費、体験交流型観光推進事業は、プロモーション活動の一部中止、人件費減少など、

補助対象経費の減少に伴い減額補正となっております。 

 ながうらスポーツ滞在型施設管理運営経費につきましては、芝グラウンドの法面雨水対策工事

に伴う実施設計業務の入札結果による委託料の減額でございます。 

 ５１ページ、総合交流ターミナル管理運営経費につきましては、道の駅における防風スクリー

ン設置工事等の入札結果による工事請負費の減額、サン・スポーツランド片添等管理運営経費は、

指定管理者選定委員会の開催を他の施設の選定委員会と同日開催したことによる報償費の皆減と

なっております。 

 公園等管理経費は、片添ヶ浜海浜公園管理業務委託において、電気代等物価高騰分として県か

ら受け入れる歳入額を委託先に支払うための追加計上でございます。 

 沖家室シーサイドキャンプ場管理運営経費は、光熱水費の年間見込みによる減額及び施設清掃

を職員が実施するとしたこと等による減額補正となっております。 

 ５２ページ、７款土木費２項道路橋りょう費１目道路橋りょう維持費につきましては、入札結
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果による工事請負費の減額、年間見込みによる光熱水費などの減額でございます。 

 ２目道路新設改良費につきましては、補助金内示の減額による調整、入札結果による委託料及

び工事請負費の減額、県道大島環状線道路改良や町道真宮線拡張工事等にかかる土地購入費の精

算見込みによる減額、町道戸田横見線拡張工事の進捗状況による補償金の減額となっております。 

 ５３ページ、３項河川費１目河川管理費につきましては、光熱水費の年間見込みによる減額で

ございます。 

 ２目河川建設費につきまして、河川整備事業は、工事請負費の精算見込みによる減額、県事業

負担金は、県営建設事業の精算見込みにかかる負担金の調整でございます。 

 ４項港湾費につきましては、県営建設事業の精算見込みにかかる負担金の調整となっておりま

す。 

 ５４ページ、６項住宅費につきましては、光熱水費の年間見込みによる減額、新開団地住宅下

水道接続工事の入札結果による減額が主なものでございます。 

 ８款１項消防費３目消防施設費につきましては、県実施の一般県道文珠山公園線道路改良工事

の遅延により、消火栓新設工事が延期となることに伴う減額でございます。 

 ４目災害対策費につきましては、木造住宅耐震改修補助金、自主防災組織にかかる防災訓練補

助金及び防災資機材整備補助金の実績見込みによる減額補正となっております。 

 ５５ページ、９款教育費１項教育総務費２目事務局費につきまして、教育総務一般経費は、周

防大島高等学校通学支援費給付金の実績見込みによる減額、基金利息の積立額の調整でございま

す。 

 廃校利用対策経費は、廃校利用に向け、旧城山小学校体育館の照明漏電の修理として１８万

４,０００円、旧安下庄中学校の駐輪場の安全対策費用として、工事請負費３５万２,０００円を

新たに計上しております。 

 ５６ページ、教職員住宅管理経費は、浮島教職員住宅周辺の樹木の生い茂りが著しいことから、

伐採等の費用として手数料２４万２,０００円、工事請負費７７万４,０００円を新規計上してお

ります。 

 学校教育一般経費は、派遣指導主事負担金の減額補正、昨年度の国際交流推進事業補助金の精

算に伴う償還金２万３,０００円の増額補正が主なものでございます。 

 特別支援教育支援事業、５７ページの読書活動推進事業、外国青年英語指導事業、国際交流支

援事業の各事業につきましては、支援員等の勤務実績見込みにより、報酬、旅費等の減額補正で

ございます。 

 検定支援事業につきましては、受検人数が当初見込みに対し少ない実績となったため、減額補

正となっております。 
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 スクールバス管理運営経費は、運行委託の入札結果による減額でございます。 

 英語教育推進事業につきましては、台風接近によりイングリッシュセミナーが中止となったこ

とに伴い、補助金の減額補正となっております。 

 なお、財源調整のみにつき、説明欄に掲載されておりませんが、学校教育一般経費につきまし

て、他の交付金対象事業の減額補正に伴い、教材費等支援補助金の財源として６６０万６,０００円

の充当処理を行っております。 

 ５８ページ、２項小学校費１目学校管理費につきまして、小学校施設管理経費は、各小学校に

おける新年度までの追加修繕対応として、修繕費９０万２,０００円、グラウンド等の整備対応

として、工事請負費２０３万円の増額補正でございます。 

 小学校各種検診業務委託事業につきましては、フッ素洗口などの実績により検診業務委託料の

減額補正、沖浦小学校管理運営経費につきましては、児童玄関の前のマット破損による購入経費

を新たに計上しております。 

 ２目教育振興費、要保護・準要保護児童就学援助事業は、就学援助費の実績見込みによる減額

でございます。 

 ５９ページ、３項中学校費１目学校管理費につきましては、周防大島中学校体育館の緞帳設備

の修理、大島中学校の校舎の雨漏り等への対応費として、修繕費８８万１,０００円の追加計上

とともに、フッ素洗口、胃検診など検診業務委託の実績による減額補正を行っております。 

 ２目教育振興費につきましては、就学援助費の実績見込みによる減額でございます。 

 ６０ページ、４項社会教育費１目社会教育総務費につきましては、二十歳の集い事業における

出席者数による記念品経費の減額、生涯学習講座事業の実績による講師料及びマイクロバス運転

手謝金の減額、新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴う感染拡大防止用品の購入経費

の減額でございます。 

 ２目公民館費につきましては、久賀公民館管理運営経費における光熱水費の減額及び免除とな

った防火対象物定期点検の皆減、日良居公民館管理運営経費における会計年度任用職員の勤務実

績による報酬の減額となっております。 

 ５目社会教育施設費につきましては、大島文化センターの定期清掃業務の入札結果に伴う減額

補正のほか、各施設の光熱水費の年間見込みによる減額でございます。 

 なお、６１ページ、宮本常一関連事業につきましては、外部講師ではなく学芸員による講座を

行ったことによる報償費の減額となっております。 

 ５項保健体育費１目保健体育総務費につきましては、保健体育一般経費における会計年度任用

職員経費の減額、６２ページのサザンレク片添ビーチバレー大会事業経費の精算に伴う減額補正

でございます。 
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 ２目体育施設管理費につきまして、町民グラウンド管理運営経費及び健康管理センター管理運

営経費は、光熱水費の年間見込みによる減額が主なものでございます。 

 ６３ページ、海洋センター管理運営経費につきましては、休日夜間管理の実績日数に伴う会計

年度任用職員経費の減額、総合体育館・陸上競技場管理運営経費は、光熱水費の年間見込みによ

る減額、定期報告作成委託料の入札結果による減額でございます。 

 ウインドパーク管理運営経費につきましては、給水設備改修工事の完了に伴う減額、光熱水費

の減額などでございます。 

 ３目学校給食費につきまして、久賀学校給食センターの管理運営経費は、調理室の排水溝の修

理及び給食配送車のテールゲートの不調対応として、修繕費６８万５,０００円を追加補正する

とともに、下水道接続工事の入札結果による減額を行っております。 

 ６４ページ、橘学校給食センター管理運営経費につきましては、久賀学校給食センター同様、

給食配送車のテールゲートの不調が見られることから、修繕費３９万３,０００円の追加補正で

ございます。 

 １０款災害復旧費１項農林水産業施設災害復旧費は、令和５年６月３０日からの大雨災害によ

り被災した農道の復旧工事の完了に伴う減額補正を行うとともに、激甚災害指定に伴い、農林水

産業施設災害復旧事業債の充当を皆減するなど、財源調整を行っております。 

 ６５ページ、２項公共土木施設災害復旧費１目道路橋りょう災害復旧費につきましては、復旧

工事の完了に伴う工事請負費の減額及び財源調整を行うものでございます。 

 ２目河川災害復旧費につきましては、応急工事の完了による工事請負費の減額でございます。 

 ６６ページ、１１款１項公債費１目元金は、実績見込みによる長期借入金元金２７万１,０００円

の増額でございます。 

 ２目利子は、実績見込みによる長期借入金利子２２６万３,０００円の減額となっております。 

 １２款諸支出金は、各特別会計の補正予算に伴う繰出金の調整として、総額１,９９６万

９,０００円の減額補正でございます。 

 以上が歳入歳出補正予算の概要でございます。 

 続きまして、８ページにお戻りいただきたいと思います。 

 ８ページは、地方債の補正についてでございます。 

 河川債、港湾債、過疎対策事業債、公共土木施設災害復旧事業債、合併特例事業債の補正に伴

う限度額の変更を行うものでございます。 

 また、農林水産業施設災害復旧事業債につきましては、対象事業の激甚災害指定に伴いまして

廃止するものでございます。 

 以上が令和５年度周防大島町一般会計補正予算（第９号）についての概要でございます。 
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 何とぞ、慎重なる御審議のうえ、御議決を賜りますようお願い申し上げまして、補足説明を終

わります。 

○議長（小田 貞利君）  暫時休憩します。 

午前11時57分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（小田 貞利君）  休憩前に引き続き会議を再開します。 

 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。 

 議案第９号、質疑はありませんか。白鳥議員。 

○議員（３番 白鳥 法子君）  御説明の中で、２点ほど確認したいところがございましたので質

問させていただきます。 

 １つ目は、ページで言いますと２５ページです。 

 企画費の中の定住対策事業、こちらの報償費が４００万円ほど減額となっております。こちら

の減額理由を私が聞き逃したのかもしれないんですが詳しく教えていただけたらと思います。 

 もう１点が５５ページです。 

 教育費の中で廃校利用対策経費、こちらの旧城山小学校の体育館の修繕があったかと思います。

こちらは一昨年に廃校になって、今年度公募がされて、結局、今のところ活用事業者は決まって

おられないというふうに理解しておりますが、なぜ今のタイミングで修繕が必要になったのか教

えてください。 

 以上２点です。 

○議長（小田 貞利君）  中元総務部長。 

○総務部長（中元 辰也君）  白鳥議員からの定住対策事業についての報償費が４００万円減額の

理由という御質問だったと思います。 

 その理由につきましては、新築の場合と中古住宅を購入するときに商品券と支援金ということ

で当初予算にあげておりましたが、その事業に対する申込みが少なかったということでございま

す。 

 実績については、新築については２件、中古住宅は２件、そのうちの子育て世帯が４世帯とい

うことでございましたので、当初予算にあげておった分から実績を引いた残りを減額とさせてい

ただいております。 

○議長（小田 貞利君）  木谷教育次長。 

○教育次長（木谷  学君）  廃校利用対策経費の修繕費、旧城山小学校の修繕でございますが、

廃校施設の維持管理については教育委員会で行っているわけなんですが、先般、電気保安協会に
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よる点検で、体育館の照明器具が経年劣化のために絶縁不良を起こしていると、要するに不適合

の点検報告がございましたので、それに伴いまして、急遽修繕するということで予算要求をさせ

ていただいたものでございます。 

 以上です。 

○議長（小田 貞利君）  ほかに質疑はありませんか。田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  １点だけ、３５ページの重点支援給付金事業について、今後のス

ケジュール等も含めて、少し内容について御説明をお願いします。 

○議長（小田 貞利君）  重冨健康福祉部長。 

○健康福祉部長（重冨 孝雄君）  田中議員の御質問でございます。 

 今後の予定でございますが、まずシステム改修、こちらが必要になってまいります。その後に

準備ができ次第、できるだけ早く実施したいと考えております。 

 ただし、時期的なものもありますので、繰り越しということもあり得ると思います。 

 以上でございます。 

○議長（小田 貞利君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  時期的なものもあるというところが知りたいんですが、今からシ

ステム改修をして、システム改修にどれぐらいかかって、それで実際に給付の申請を受け付ける

んだと思いますが、その辺の手続、従前どおりであれば従前どおりでいいんですが、確認書を送

ってまた出してもらって給付するというようなところをちょっと御説明いただきたいと思います。 

○議長（小田 貞利君）  重冨健康福祉部長。 

○健康福祉部長（重冨 孝雄君）  田中議員の御質問でございます。 

 もう、時期的に３月でございますので、基本的にシステム改修も令和６年３月まででやるのは

ちょっと難しいというふうに考えております。 

 よって、繰越し手続を取らせていただいて、新年度４月以降の交付になろうかというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（小田 貞利君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  これ、ほかの自治体のを見ているんですが、町で交付する場合、

時期は大体イメージとして分かりましたけれど、実際に交付をはじめる時期、前回の非課税世帯

の分は、はじまってからホームページにも周知されたんですが、広報でしたか。ホームページも

ありますので、事前に情報というのは分かりやすい形で出していただきたいなと思うんですが、

その辺の御対応の予定は、例えば、繰り越しは言いにくいかもしれませんけれど、例えば交付が

はじまる前にそういった周知をホームページでするとか、そういった予定は、これまでの反省と
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いうんですか、その辺も踏まえてどういうふうに対応されるのか。その辺もお聞かせいただいた

らと思います。 

○議長（小田 貞利君）  重冨健康福祉部長。 

○健康福祉部長（重冨 孝雄君）  田中議員の質問でございます。 

 先ほど、流れを説明していなかったんですが、以前の交付金と同様に、やはり確認書を送付い

たしまして、それで交付するのが主になろうかと考えております。 

 それからもう１つ、周知の方法についてでございますが、ホームページそれから町の広報紙へ

掲載をする予定としております。また、総合支所、出張所等の窓口にリーフレットを常備して、

申請の啓発を行いたいと考えております。 

 また、今、田中議員が言われた事前のホームページへの周知でございますが、こちらのほうは

検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（小田 貞利君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 討論・採決は次の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第１０号 

日程第１０．議案第１１号 

日程第１１．議案第１２号 

日程第１２．議案第１３号 

○議長（小田 貞利君）  日程第９、議案第１０号令和５年度周防大島町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号）から、日程第１２、議案第１３号令和５年度周防大島町渡船事業特別会計

補正予算（第３号）までの４議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。重冨健康福祉部長。 

○健康福祉部長（重冨 孝雄君）  それでは、議案第１０号から議案第１２号の補足説明をいたし

ます。 

 議案第１０号令和５年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について、

補足説明を行います。 

 今回の補正は、歳入においては、普通交付金、特別交付金の増額、国民健康保険基金利子の減

額によるものでございます。 

 歳出につきましては、一般被保険者分の保険給付費、国民健康保険基金積立金、病院事業特別
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会計繰出金の増額、徴税費、特定健康診査等事業費、保健事業総務経費、保険給付費等交付金償

還金の減額によるものでございます。 

 それでは、補正予算つづりの６７ページをお願いいたします。 

 第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４,７１９万８,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ２８億９,０９２万６,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、事項別明細書で御説明をいたします。 

 ７５ページをお願いいたします。 

 歳入から御説明いたします。 

 ３款県支出金１項県補助金１目保険給付費等交付金は、一般被保険者にかかる療養給付費・高

額療養費の所要見込額の増に伴い、普通交付金を４,３２０万円、国保診療施設・設備整備分の

交付申請額の確定により、特別交付金を４００万１,０００円増額するものでございます。 

 ４款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金は、国民健康保険基金利子の減額でござい

ます。 

 ７６ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明いたします。 

 １款総務費２項徴税費１目賦課徴収費は、事務経費を１０万７,０００円減額いたします。 

 ２款保険給付費１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費は、１月分までの給付実績に基づく

年間医療費の推計から、所要額の不足が見込まれるため３,６００万円増額、２項高額療養費

１目一般被保険者高額療養費は、同様の理由から７２０万円を増額補正するものでございます。 

 ７７ページをお願いいたします。 

 ５款保健事業費１項１目特定健康診査等事業費は、受診見込者数等の減に伴い６２４万円減額

いたします。 

 ２項１目保健事業費は、受診見込者数等の減に伴い１,２２０万８,０００円減額いたします。 

 ７８ページをお願いいたします。 

 ６款基金積立金は、財源調整等のため２,１５５万２,０００円増額いたします。 

 ７款諸支出金１項償還金及び還付加算金２目保険給付費等交付金償還金は、３００万円を減額

いたします。 

 ７９ページをお願いいたします。 

 ２項他会計繰出金１目病院事業特別会計繰出金は、特別交付金の申請額確定に伴い４００万

１,０００円を増額するものでございます。 

 以上が令和５年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）についての概要で

ございます。 
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 続きまして、議案第１１号令和５年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

３号）につきまして、補足説明を行います。 

 今回の補正は、歳入においては、後期高齢者医療保険料、事務費繰入金及び保険基盤安定繰入

金の減額によるものでございます。 

 歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金を減額するものでございます。 

 補正予算つづりの８１ページをお願いいたします。 

 第１条で、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２,０８９万４,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億３,７８９万７,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては事項別明細書で御説明いたします。 

 ８９ページをお願いいたします。 

 歳入から御説明いたします。 

 １款１項後期高齢者医療保険料１目特別徴収保険料は、県後期高齢者医療広域連合の本算定後

の決算見込みにより、５２６万５,０００円を減額し、２目普通徴収保険料は、３１７万

８,０００円を減額するものでございます。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金１目事務費繰入金は、県広域連合共通経費負担金４４０万円を減

額し、２目保険基盤安定繰入金は、県広域連合の実績見込みにより８０５万１,０００円減額す

るものでございます。 

 ９０ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明いたします。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、県広域連合の事務等負担金４４０万円、保険基盤安定

負担金８０５万１,０００円、後期高齢者医療保険料８４４万３,０００円をそれぞれ減額し、合

計で２,０８９万４,０００円を減額するものでございます。 

 以上が令和５年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）についての概要

でございます。 

 続きまして、議案第１２号令和５年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

つきまして、補足説明を行います。 

 補正予算つづりの９１ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、実績見込みによる介護給付費の減額に伴う調整が主なものとなっております。 

 第１条で、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から１億３,５９４万２,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を３４億２,５４０万６,０００円とするものでございます。 

 まず、保険事業勘定の歳入から御説明いたします。 

 事項別明細書の１０１ページをお願いいたします。 
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 ３款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金は、介護給付費の実績見込みにより減額

補正いたします。 

 ２項国庫補助金１目調整交付金、２目地域支援事業交付金は、事業実績の見込みにより減額補

正いたします。 

 ３目保険者機能強化推進交付金は１９５万５,０００円を計上しております。 

 ４目介護保険保険者努力支援交付金は２８９万４,０００円を計上しております。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 ４款１項支払基金交付金１目介護給付費交付金、２目地域支援事業交付金は、実績見込みによ

り減額補正いたします。 

 ５款県支出金１項県負担金１目介護給付費負担金は、実績見込みにより減額補正いたします。 

 ２項県補助金１目地域支援事業交付金は、実績見込みにより減額補正いたします。 

 １０３ページをお願いいたします。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金１目介護給付費繰入金、２目地域支援事業繰入金、４目その他一

般会計繰入金は、実績見込みにより減額補正いたします。 

 ２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入金は、介護給付費の実績見込みにより減額補正い

たします。 

 ９款財産収入は、基金利子の増額に伴い、増額補正いたします。 

 次に、歳出の主なものについて御説明いたします。 

 １０４ページをお願いいたします。 

 １款総務費２項徴収費１目賦課徴収費は、印刷製本費を減額補正いたします。 

 ３項１目介護認定審査会費は、介護認定審査会の実績見込みにより減額補正いたします。 

 １０５ページをお願いいたします。 

 ２款保険給付費１目サービス諸費１目介護サービス等給付費は、実績見込みにより９,９３４万

３,０００円を減額補正いたします。 

 ２目介護予防サービス等給付費は、実績見込みにより減額補正いたします。 

 １０６ページをお願いいたします。 

 ２項その他諸費１目審査支払手数料は、実績見込みにより減額補正いたします。 

 ３項高額介護サービス等費１目高額介護サービス費は、実績見込みにより増額補正いたします。 

 ２目高額介護予防サービス費は、実績見込みにより減額補正いたします。 

 ４項高額医療合算介護サービス等費１目高額医療合算介護サービス費は、実績見込みにより増

額補正いたします。 

 １０７ページをお願いいたします。 
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 ２目高額医療合算介護予防サービス費は、実績見込みにより増額補正いたします。 

 ５項特定入所者介護サービス等費１目特定入所者介護サービス費は、実績見込みにより

１,５９７万円を減額補正いたします。 

 ２目、特定入所者介護予防サービス費は、実績見込みにより減額補正いたします。 

 １０８ページをお願いいたします。 

 ３款基金積立金１項基金積立金１目介護給付費準備基金積立金は、基金利子でございます。 

 ４款地域支援事業費１項介護予防・生活支援サービス事業費１目介護予防・生活支援サービス

事業費は、実績見込みにより減額補正いたします。 

 １０９ページをお願いいたします。 

 ３項包括支援事業・任意事業費１目包括的支援事業費及び７目認知症総合支援事業費は、いず

れも会計年度任用職員の応募がなかったため、減額補正いたします。 

 以上が令和５年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）についての概要でござ

います。 

 以上で、議案第１０号から第１２号までの補足説明を終わります。 

 何とぞ、慎重なる御審議のうえ、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小田 貞利君）  中元総務部長。 

○総務部長（中元 辰也君）  議案第１３号令和５年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第

３号）について、補足説明をいたします。 

 別冊の補正予算つづりの１１１ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算の総額から２４０万６,０００円

を減額し、予算の総額を９,３６５万１,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出補正予算につきましては、燃料費及び修繕費の減額調整並びに財源調整でございます。 

 それでは、補正予算の概要につきまして、事項別明細書により御説明をいたします。 

 １１９ページをお願いいたします。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金につきましては、一般会計繰入金を２４０万６,０００円減額し、

財源調整を行っております。 

 次に、歳出でございます。 

 １２０ページ、１款事業費１項事務費１目総務費、総務一般経費の公課費につきましては、消

費税及び地方消費税の納付額の確定に伴う減額となっております。 

 １款２項事業費１目前島航路運航費、２目情島航路運航費及び３目浮島航路運航費につきまし

ては、実績見込みによる燃料費及び修繕費の減額となっております。 

 １２１ページ、２款１項公債費２目利子につきましては、償還利息の実績見込みによる減額と
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なっております。 

 以上が令和５年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）についての概要でございま

す。 

 何とぞ、慎重なる御審議のうえ、御議決を賜りますようお願いいたしまして、補足説明を終わ

ります。 

○議長（小田 貞利君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第１０号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第１１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第１２号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第１３号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 以上で、議案第１０号令和５年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）か

ら、議案第１３号令和５年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第３号）までの質疑を終了

いたします。 

 討論・採決は、次の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第１４号 

○議長（小田 貞利君）  日程第１３、議案第１４号令和５年度周防大島町水道事業特別会計補正

予算（第５号）を議題といたします。 

 補足説明を求めます。山本上下水道部長。 

○上下水道部長（山本 正和君）  議案第１４号令和５年度周防大島町水道事業特別会計補正予算

（第５号）につきまして、補足説明をいたします。 

 お手元の補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条は総則です。 
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 第２条の収益的収入及び支出では、既定の支出額から２５７万９,０００円減額し、８億

２,７６９万１,０００円とするものです。 

 概要につきまして御説明をいたします。 

 ２ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出では、１款水道事業費用１項営業費用２目配水及び給水費及び３目総係費

において、人事異動に伴う賞与等引当金繰入額をそれぞれ減額するとともに、２目配水及び給水

費の１２節、備消品費において、量水器購入の際の入札実績に伴う余剰金を減額しております。 

 １ページに返っていただきまして、第３条の議会の議決を経なければ流用することのできない

経費は、人件費の補正に伴い減額をするものであります。 

 なお、３ページ以降には付属資料を添付しております。 

 以上が議案第１４号令和５年度周防大島町水道事業特別会計補正予算（第５号）の概要でござ

います。 

 何とぞ、慎重なる御審議のうえ、御議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小田 貞利君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。 

 議案第１４号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 討論・採決は次の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第１５号 

○議長（小田 貞利君）  日程第１４、議案第１５号令和５年度周防大島町病院事業特別会計補正

予算（第４号）を議題といたします。 

 補足説明を求めます。石原病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石原 得博君）  議案第１５号令和５年度周防大島町病院事業特別会計補正予

算（第４号）の補足説明をいたします。 

 この予算は、橘医院の病床削減、新型コロナウイルス感染症に関する補助金及び特別交付税の

確定、その他事業費の確定により補正するものです。 

 第１条は総則でございます。 

 第２条の業務の予定量では、橘医院の無床診療所への転換に伴い、休床としておりました

１９床を削減いたします。 

 東和病院の入院患者数は、新型コロナウイルス感染症患者に対応するため確保した病床の空床

分として３８９人減じております。あわせて、１日平均患者数も補正しております。 
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 （９）の主要な建設改良事業について、それぞれの事業費の確定により、病院改築工事につい

ては、２ページをお開きください。１４３万６,０００円減額補正し、２,６２９万２,０００円。

医療機械器具及び備品購入については４８６万８,０００円を減額補正し、８,２８４万

６,０００円としております。 

 第３条の収益的収入及び支出では、収入につきましては、業務の予定量の減少に伴う診療収入

は減少しましたが、特別交付税の確定と橘医院の病床削減による病床機能再編支援事業単独支援

給付金の増加や、令和５年９月末までの新型コロナウイルス感染症入院病床確保支援事業費補助

金の確定等による補助金収入の増加、過年度奨学金返納等による特別利益により、３ページを開

きください。収入合計では、５,７８１万４,０００円増額補正し、５１億７,２１０万６,０００円

としております。 

 支出につきましては、業務の予定量の減少に伴う材料費の減少により、支出合計で１２３万

９,０００円減額補正し、５０億９,２２０万８,０００円としております。 

 第４条の資本的収入及び支出につきましては、資本的収入は建設改良費の入札による事業費減

少に伴う企業債の減額、機械備品整備に対する国民健康保険保険給付費等交付金の交付額確定、

基金の取り崩しにより、４ページをご覧ください。合計で４億９,２２１万４,０００円増額補正

し、５億９,２３１万４,０００円としております。 

 資本的支出につきましては、先ほど収入でも触れましたとおり、入札による建設改良費の減少

により、合計で６３０万４,０００円減額補正し、８億６,９５２万３,０００円としております。 

 ５ページをご覧ください。 

 第５条の企業債につきまして、建設改良費の事業費減少により１,１９０万円減額補正し、合

計８,８２０万円としております。 

 第６条の他会計からの補助金について、特別交付税の確定、国民健康保険保険給付費等交付金

の確定により、合計で１,８８５万４,０００円を増額補正し、１３億４,３６７万２,０００円と

しております。 

 第７条のたな卸資産購入限度額につきまして、業務の予定量に基づき算出し、合計で２０９万

２,０００円減額補正し、７億６,１０７万６,０００円としております。 

 付属資料といたしまして、６ページ以降に補正予算に関する説明書を添付してございます。 

 以上が議案第１５号令和５年度周防大島町病院事業特別会計補正予算（第４号）の内容でござ

います。 

 何とぞ、慎重なる御審議のうえ、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小田 貞利君）  説明が終わりました。これから質疑に入ります。 

 議案第１５号、質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 討論・採決は次の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第１６号 

日程第１６．議案第１７号 

日程第１７．議案第１８号 

日程第１８．議案第１９号 

○議長（小田 貞利君）  日程第１５、議案第１６号周防大島町ちびっ子医療費助成事業基金条例

の一部改正についてから、日程第１８、議案第１９号周防大島町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてまでの４議案を一括上程し、

これを議題といたします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第１６号から議案第１９号までについて、一括して補

足説明をいたします。 

 まず、議案第１６号周防大島町ちびっ子医療費助成事業基金条例の一部改正についてでありま

す。 

 周防大島町ちびっ子医療費助成事業基金につきましては、子育てしやすい環境づくりの推進に

資するため、町内の中学３年生の年齢までの子供の医療費の無料化を図るちびっ子医療費助成事

業及び中学生医療費助成事業に活用するため、再編交付金を財源に設置されているものでござい

ます。 

 本議案は、令和６年１０月からの実施を目指しております。 

 高校生等医療費助成事業について、本基金を活用しようとするための条例改正となっておりま

す。 

 内容については、基金を充当できる事業について、第１条において、中学生医療費助成事業の

次に並びに高校生等医療費助成事業を加えるものであります。 

 また、附則において、施行期日を公布の日から施行することとしております。 

 以上が、議案第１６号の補足説明であります。 

 次に、議案第１７号周防大島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例についてであります。 

 このたびの改正は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたこ

とに伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。 
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 それでは、条例の改正案の概要につきまして御説明いたします。 

 まず、２５条においては、保育所保育指針の策定権限者の変更に伴い、改めるものであります。 

 次に、第２９条、第３１条、第４４条及び第４７条においては、令和５年１２月に閣議決定さ

れたこども未来戦略においての職員配置基準についての改正に伴い、保育所等における３歳児及

び４歳児以上の配置基準を改めるものであります。 

 以上が、議案第１７号の補足説明であります。 

 続いて、議案第１８号周防大島町三蒲児童の館の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正

する条例についてであります。 

 このたびの改正は、現在、東和小学校敷地内に建築中の放課後児童クラブ施設の設置及び管理

運営に関し必要な事項を定めるにあたり、現行の単独施設から変更しようとするものでございま

す。 

 それでは、条例の改正案の概要につきまして御説明をいたします。 

 まず、題名においては、現行の条例に新たな放課後児童クラブ施設を加えることにより、単独

施設から周防大島町児童クラブに改めるものであります。 

 次に、第３条においては、新たな放課後児童クラブ施設を追加するものでございます。 

 第４条から第９条までにおいては、三蒲児童の館から周防大島町児童クラブに改めるものであ

ります。 

 以上が、議案第１８号の補足説明であります。 

 続いて、議案第１９号周防大島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 

 このたびの改正は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設の運営に関する基準の一部が改正されたことに伴いまして、所要の規定の整備を行うもの

でございます。 

 それでは、条例の改正案の概要につきまして御説明いたします。 

 まず、第１５条においては、引用する運営基準の項ずれを改めるものであります。 

 同じく、第１５条及び第４４条においては、保育所保育指針の策定権限者の変更に伴いまして

改めるものであります。 

 次に、第２３条では、施設の重要事項の書面掲示の義務付けを見直し、インターネットを利用

しての公衆閲覧も可能とするものであります。 

 第５４条では、記録の交付について媒体の種類を示さない形にするものであります。 

 以上で、議案第１６号から議案第１９号までの補足説明を終わります。 

 何とぞ、慎重なる御審議のうえ、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 
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○議長（小田 貞利君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第１６号、質疑はありませんか。山根議員。 

○議員（５番 山根 耕治君）  議案第１６号ちびっ子医療費助成事業ということで、今回、高校

生の医療費を無料化するということで大変結構なことだと思っております。 

 ただ、高校生というところの、どこまでが対象になるのかということであります。 

 まず、町内にお住まいの方で、子供さんが町内の高校、周防大島高等学校ですけれども、そこ

へ通っておられる。これは多分、当然対象になるのだろうと思います。 

 しかしながら、町外の、島外の高校に通っておられる方もいらっしゃいますし、あるいは寮へ

入るとか下宿するとか、高校生で住まいが町外の子供さんもいらっしゃると思います。そういっ

た方々は、どこまでがこの無料化の対象になるのかということが１点です。 

 それから、高校以外の学校があります。例えば高等専門学校とかいろいろと、高校ではない学

校もあります。そういった子供は対象になるのか。 

 それからもう１点、高校生等という言い方になっております。この高校生等というのはどこま

でが対象になるのか、現在、分かっているところで構いませんので教えてください。 

○議長（小田 貞利君）  重冨健康福祉部長。 

○健康福祉部長（重冨 孝雄君）  山根議員の質問にお答えいたします。 

 資料を今あまり持ってきていなかったので大変申し訳ございません。今の御質問でございます

が、高校生等ということで、１８歳まで一応対象になるというふうに考えております。それから、

町内に親がおって町外に行かれる場合、それについても、国民健康保険加入者については対象に

なります。一応そのように設定をしております。 

 以上でございます。 

○議長（小田 貞利君）  山根議員。 

○議員（５番 山根 耕治君）  １８歳未満という年齢で区切る、これは私はいいことだと思いま

す。やっぱり学校に行っている方もいらっしゃいますし、それから、いろんな事情があって行け

ない方もいらっしゃる。今は行かないけれども、また機会があれば行きたいという方もいらっし

ゃる。そういった方に広く対応できるような、そういう制度であってほしいと思っております。 

 もう１つ重ねての質問ですけれども、今の答弁の中で、島外の高校に行っている方というお話

がございました。例えば先ほど申しました高等専門学校であるとか、そういった別の学校に、高

校ではない学校に行っている方です。その方に対しては対象になるのでしょうか、教えてくださ

い。 

○議長（小田 貞利君）  重冨健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（重冨 孝雄君）  山根議員の質問にお答えいたします。 

 町外であっても、周防大島町の国民健康保険に加入しておれば対象になります。 

 以上でございます。 

○議長（小田 貞利君）  山根議員。 

○議員（５番 山根 耕治君）  ありがとうございます。これは、条例は条例ですからこの形で進

めてもらうとして、運用のところはしっかりと決めていただいて、人によって運用が違うとか、

そういうことがないようにしっかりと見ていただきたいと思います。年齢であるとか、先ほど言

われた国民健康保険の加入者であるとか、そういった条件をどこかでしっかりと示していただけ

ればと思っております。 

 私からは、以上です。 

○議長（小田 貞利君）  ほかに質疑はありませんか。吉村議員。 

○議員（１０番 吉村  忍君）  この条例の名前について違和感があるんですけれど、ちびっ子

医療費助成事業、高校生はちびっ子ではないんですけれども、ちびっ子とはグーグルで調べてみ

ますと、年の幼い者、子供とあります。この後に出てくる議案第１８号は条例のタイトルの変更

等もあったんですけれども、ここについても、そういう議論が内部であってもよかったんじゃな

いかなと思うんですが、そこはなかったんでしょうか。ちなみに中学生もちびっ子ではないんで

す。この中学生が含まれたときに言うべきものだったのかもしれませんけれども、そういった議

論は行われなかったのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（小田 貞利君）  中元総務部長。 

○総務部長（中元 辰也君）  吉村議員から、名称に違和感を感じないのかという御質問であった

かと思います。 

 この名称につきましても、この財源として米空母艦載機部隊配備特別交付金を活用した事業と

なります。事前にやはりその事業について防衛局との協議が必要になってきておりましたので、

昨年度からいろいろ協議を進めていくうえで、やはりこの従来ある名称でその中に入れていくと

いうことで決定をしておりますので、名称としてはこのまま行きたいと思っております。 

○議長（小田 貞利君）  吉村議員。 

○議員（１０番 吉村  忍君）  名称についてはこのまま行きたいと総務部長が言われるんであ

れば、それでいいんですけれども、ここにおる人間だけが分かるんです。高校生の医療が無償化

になり、このちびっ子医療費助成事業の中に含まれているというのは分かるんですけれども、後

に改選があり、例えば高校生の医療がどうなっているのかを調べようとしたときに調べようがな

いんです。条例例規集で５０音順で、ちのところを調べたらちびっ子医療費助成事業が出てくる

んですけれども、高校生のことを調べようと思ったらどうやって調べたらいいか分からないとい
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うこともありますので、これからまた考えていただければと思います。 

○議長（小田 貞利君）  中元総務部長。 

○総務部長（中元 辰也君）  名称については、やはりこの名称で行くのであれば、しっかりと皆

様に分かっていただけるような周知の方法といいますか、そういったことはしっかりとやってい

きたいと思っております。 

○議長（小田 貞利君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第１７号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第１８号、質疑はありませんか。田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  先ほど名称の話が出ましたけれど、この議案について条例なんで

すが、名称が周防大島町児童クラブの設置及び管理運営に関する条例ということになりますけれ

ど、細かいというか、こだわるわけじゃないんですけれど、この施設の設置管理条例なんで、児

童クラブの設置管理条例というよりは、児童クラブ施設の設置管理条例と言うほうが、さっきも

違和感の話が出ましたけれど、違和感がないんじゃないかなと思うんですけれど、その辺は、条

例の名称として、特に問題はないというか、検討の余地はないとお考えなんでしょうか。 

○議長（小田 貞利君）  重冨健康福祉部長。 

○健康福祉部長（重冨 孝雄君）  田中議員の御質問でございます。 

 これ元々１つの児童クラブの条例であったわけなんですが、今の東和児童クラブについても別

に作るという考えももちろんあったんですが、一緒にして、名称については両方の児童クラブが

使えるようにということで名称を変更させていただいて、今、御質問がございました名前でやっ

ていこうと検討いたしました。 

 以上でございます。 

○議長（小田 貞利君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  私が申し上げているのは、児童クラブというその名称自体、団体

とかそういう活動の名称に受け止められるんです。今２つあるのを１つにしたからということな

のであれば、別に三蒲児童の館のほうを採用してもいいんじゃないかなと思うんですけれど、三

蒲を入れるか入れないかは別にして、公民館条例もそうです。公民館条例としてあって、いろん

な公民館の名称が中で明記してあるということなので、これで駄目というわけじゃないが、どう

もこの名称として、その団体の条例というイメージがあるので、設置管理条例であれば、それに
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ふさわしい名称が必要なんじゃないかなと思うんですけれど、その辺は何か理由があるんなら、

それを説明してください。 

○議長（小田 貞利君）  重冨健康福祉部長。 

○健康福祉部長（重冨 孝雄君）  田中議員の御質問でございます。 

 元が三蒲児童の館ということで、今回はこれでないのかというお話なんですが、元々が東和児

童クラブから来ておりますので、児童クラブという名前を使うことについては、特に問題がない

のかなとは思っております。 

 以上です。 

○議長（小田 貞利君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  この周防大島町児童クラブという条例の名称にするということは、

もちろん議会で最終的には決めるんですけれど、この議案を決められたのは、誰がどういうプロ

セスで決められたのか、そこを御答弁ください。 

○議長（小田 貞利君）  重冨健康福祉部長。 

○健康福祉部長（重冨 孝雄君）  田中議員の御質問でございます。 

 今回の条例につきましては、はじめに担当課、これは福祉課でございますが、そちらで起案を

いたしまして、それから、条例の担当課でございます総務課とも協議をいたしまして、最終的に

決定をいたしました。 

 以上です。 

○議長（小田 貞利君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第１９号、質疑はありませんか。白鳥議員。 

○議員（３番 白鳥 法子君）  議案第１９号の中で、改正の内容にもございますが、施設の重要

事項を一般の方々に見てもらう方法として、これまでは書面掲示だけでしたが、それに加えてイ

ンターネットを利用しても公衆の閲覧に供するようにするということなんですが、これは、それ

ぞれの保育所などがホームページなどのインターネットで重要事項を公表するということなのか

なと思うんですが、現在町内の保育所は、皆ホームページというかインターネットで、そういっ

たものを公表する準備ができているというか、ホームページをそれぞれ持っておられるのかどう

か。また持っていない場合はどのようにネット上に出すのか、もう日にちもそんなにないかと思

うんですが、準備していることがあれば教えてください。 

○議長（小田 貞利君）  重冨健康福祉部長。 

○健康福祉部長（重冨 孝雄君）  白鳥議員の御質問でございます。今後インターネット等での掲
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示ということ、それに対しての準備等はどうかというお話でございます。 

 こちらについては、今現在確認を取っている状態でございます。 

 以上です。 

○議長（小田 貞利君）  白鳥議員。 

○議員（３番 白鳥 法子君）  現在確認を取っているところということですけれども、令和６年

３月頭ですが、確認を取ったうえで、ホームページなどを持っていないというところがあると思

うんですが、それについてはどのように対応して、令和６年４月１日からの施行に間に合わせる

のか教えてください。 

○議長（小田 貞利君）  重冨健康福祉部長。 

○健康福祉部長（重冨 孝雄君）  白鳥議員の御質問でございます。今現在、ネット環境がないと

ころや、そういう掲示ができないところの対応はどうするのかというお話でございます。 

 これは、それぞれの施設等の状況を確認しながら、仮に何か支援が町として必要であれば、そ

れはまた考えていかなくちゃいけないのかなと思っています。具体的に今すぐこの場では回答が

できないんですが、今はとにかく現状を確認しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（小田 貞利君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 以上で、議案第１６号周防大島町ちびっ子医療費助成事業基金条例の一部改正についてから、

議案第１９号周防大島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正についてまでの質疑を終結いたします。 

 討論・採決は、今会期中の最終日の本会議といたします。 

 暫時休憩します。 

午後２時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時14分再開 

○議長（小田 貞利君）  休憩前に引き続き会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第２０号 

日程第２０．議案第２１号 

日程第２１．議案第２２号 

日程第２２．議案第２３号 
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日程第２３．議案第２４号 

○議長（小田 貞利君）  日程第１９、議案第２０号周防大島町介護保険条例の一部改正について

から、日程第２３、議案第２４号周防大島町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の一部改正についてまでの５議案を一括上程し、これを議題といた

します。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第２０号から議案第２４号までについて、一括して補

足説明をいたします。 

 まず、議案第２０号周防大島町介護保険条例の一部改正についてであります。 

 今回の改正は、第９期介護保険事業計画に基づき、令和６年度から令和８年度までの第１号被

保険者保険料率の改定に伴い、周防大島町介護保険条例の一部を改正しようとするものであり、

また、介護保険法施行令の一部が改正されたことに伴い、関係条例の所要の改正を行おうとする

ものであります。 

 なお、このたびの介護保険料率の改正は、令和５年度末で、町の介護給付費準備基金残高が

２億７,０００万円程度見込まれること、認定者数が減少傾向であること、介護報酬が令和６年

度から全体で１.５９％引き上げられること等を総合的に勘案し、基準額を月額５,５５０円から

５,６５０円に改定するもので、率にして１.８％の増としております。 

 また、介護保険法施行令の改正により、介護保険料の段階が９段階から１３段階に増え、それ

に伴いまして介護保険料率の改定を行います。 

 それでは、２５ページの新旧対照表及び別紙の第８期と第９期の介護保険料比較の資料に基づ

いて御説明いたします。 

 第４条第１項は、保険料率について規定したものであります。現行の令和３年度から令和５年

度までとあるものを、令和６年度から令和８年度までと改正するものであり、第１号から第

１３号までの各号では、それぞれの所得段階に応じた保険料の額を定めております。 

 第１号は、保険料区分の第１段階として、生活保護受給者、世帯全員が町民税非課税の老齢福

祉年金受給者、また、世帯全員が町民税非課税で本人の年金収入等が８０万円以下の方について

定めたもので、現行の３万３,３００円を３万８４０円に改正するもので、基準額の６万

７,８００円に０.４５５を乗じたものになります。 

 なお、第４条第２項の規定に基づき、第１段階の保険料は、令和６年度から令和８年度までは、

消費税による公費を投入して、低所得者の保険料の軽減を行い、保険料率を０.４５５から

０.２８５とすることとし、１万９,３２３円となります。 
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 第２号は、第２段階として、世帯全員が町民税非課税で本人の年金収入等が８０万円を超え、

１２０万円以下の方について定めたもので、４万９,９５０円を４万６,４４０円に改正するもの

で、基準額に対する割合は０.６８５となります。 

 なお、第４条第３項の規定に基づき、第２段階の保険料は、令和６年度から令和８年度までは、

保険料率を０.６８５から０.４８５とすることとし、３万２,８８３円となります。 

 第３号は、第３段階として、世帯全員が町民税非課税で、本人の年金収入等が１２０万円を超

える方について定めたもので、４万９,９５０円を４万６,４４０円に改正するもので、基準額に

対する割合は０.６９となります。 

 なお、第４条第４項の規定に基づき、第３段階の保険料は、令和６年度から令和８年度までは、

保険料率を０.６９から０.６８５とすることとし、４万６,４４３円となります。 

 第４号は、第４段階として、町民税本人非課税で、本人の年金収入等が８０万円以下の方の場

合について定めたもので、５万９,９４０円を６万１,０２０円に改正するもので、基準額に対す

る割合は０.９０となります。 

 第５号は、第５段階として、本人が非課税者で、本人の年金収入等が８０万円を超える方の場

合について定めたもので、６万６,６００円を６万７,８００円に改正するもので、基準額に対す

る割合は１.００で、月額５,６５０円となり、この額が基準額となります。 

 第６号は、第６段階として、町民税課税者で、合計所得金額が１２０万円未満の方について定

めたもので、７万９,９２０円を８万１,３６０円に改正するもので、基準額に対する割合は

１.２０であります。 

 第７号は、第７段階として、町民税課税者で、合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満

の方について定めたもので、８万６,５８０円を８万８,１４０円に改正するもので、基準額に対

する割合は１.３０であります。 

 第８号は、第８段階として、町民税課税者で、合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満

の方について定めたもので、９万９,９００円を１０万１,７００円に改正するもので、基準額に

対する割合は１.５０であります。 

 第９号から第１３号までは、介護保険法施行令の改正に基づき、第１０段階から第１３段階ま

でが新たに設けられたことによる改正でございます。 

 なお、各階層の基準所得金額については、介護保険法施行令の一部改正及び介護保険法施行規

則の一部改正により施行いたします。 

 第９号は、第９段階として、町民税課税者で、合計所得金額が３２０万円以上で、新たに

４２０万円未満の上限を設け、１１万３,２２０円を１１万５,２６０円に改正するもので、基準

額に対する割合は１.７０であります。 
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 第１０号は、第１０段階として、町民税課税者で、合計所得金額が４２０万円以上５２０万円

未満の方について、１２万８,８２０円とするもので、基準額に対する割合は１.９０であります。 

 第１１号は、第１１段階として、町民税課税者で、合計所得額が５２０万円以上６２０万円未

満の方について、１４万２,３８０円とするもので、基準額に対する割合は２.１０であります。 

 第１２号は、第１２段階として、町民税課税者で、合計所得金額が６２０万円以上７２０万円

未満の方について、１５万５,９４０円とするもので、基準額に対する割合は２.３０であります。 

 第１３号は、第１３段階として、町民税課税者で、合計所得金額が７２０万円以上の方につい

て、１６万２,７２０円とするもので、基準額に対する割合は２.４０であります。 

 第４条第２項の規定は、先ほど御説明いたしましたとおり、消費税を活用した低所得者の介護

保険料の軽減強化として、第１段階の保険料３万８４０円を１万９,３２３円に改めるものであ

ります。 

 第４条第３項の規定は、第２段階の保険料４万６,４４０円を３万２,８８３円に改めるもので

あります。 

 第４条第４項の規定は、第３段階の保険料４万６,７８０円を４万６,４４３円に改めるもので

あります。 

 第６条は、介護保険法施行令の改正によりまして、新たに第１０段階から第１３段階の保険料

率の区分が設けられたことに伴い、必要な字句の整理を行うものであります。 

 なお、本条例の改正に際しましては、周防大島町介護保険運営審議会及び周防大島町高齢者保

健福祉推進会議の承認を得ていることを申し上げまして、議案第２０号の補足説明とさせていた

だきます。 

 次に、議案第２１号、議案第２２号、議案第２３号及び議案第２４号において共通の説明とな

りますが、国では、社会保障審議会介護給付費分科会の審議を受けまして、３年に１度定期的な

介護保険制度の見直しを実施しており、今回の第９期の改正では、地域包括ケアシステムの深

化・推進、自立支援・重度化防止に向けた対応、良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働

きやすい職場づくり、制度の安定性・持続可能性の確保など多くの改正が行われます。 

 それでは、議案第２１号周防大島町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例の一部改正について、補足説明をいたします。 

 指定居宅介護支援等の運営基準等につきましては、介護保険法の規定により、厚生労働省令を

基準として、市町村条例で定めることとされております。 

 冒頭に御説明をいたしましたが、これを踏まえ、国は指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等の一部を改正する省令を施行し、厚生労働省令である指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準が改正され、令和６年４月１日付で施行されることとなっ
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ております。これを受け、本町の条例についても一部改正を行うものであります。 

 それでは、改正する条文について御説明をいたします。 

 まず、第５条では、指定居宅介護支援事業所ごとに１人以上の常勤の介護支援専門員を置くこ

とが必要となる人員基準についての算出根拠を改めるため、第２項を改正し、新たに第３項を加

えております。 

 第６条第３項第２号は、管理者の兼務範囲を明確にし、要件を緩和するものであります。 

 第７条第２項及び新設の第３項では、サービス提供開始に際しての利用者またはその家族に対

する居宅サービス計画に位置付けられたサービスの同一事業所の割合の説明及び同意について規

制を緩和するものであります。 

 第４項から第９項までは、第３項を新設したことに伴いまして、必要な字句の整理を行うもの

であり、うち第５項第２号は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生

労働省関係省令の一部を改正する省令による字句の整理を行うものであります。 

 第１６条新設の第２号の２及び第２号の３は、居宅介護支援の提供にあたっての身体的拘束等

の適正化を図るための措置について規定するものであります。 

 第１３号の２は、必要な字句の整理を行うものであります。 

 第１４号は、利用者のモニタリングに際して居宅訪問のみでなく、テレビ電話装置等を活用し

ての面接にて行うことができるよう、要件を緩和するものであります。 

 第２６号は、指定居宅介護支援事業者が、介護予防支援事業者の指定を受けることができるよ

うになることによる字句の整理を行うものであります。 

 第２５条第３号は、指定居宅介護支援事業者による重要事項のウェブサイト掲載を義務付ける

ことを新たに規定するものであり、同条第１項及び第２項の改正は、これに伴う字句の整理を行

うものであります。 

 第３２条第２項、新設の第３号は、第１６条第２号の３にて、新たに規定した身体的拘束等に

関する記録を整備保存する義務について規定するものであります。 

 第４号から第６号までは、これに伴う字句の整理を行うものであります。 

 第３３条は、第７条第５項第２号と同様、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進す

るための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令による字句の整理を行うものであります。 

 附則第２項は、必要な字句の整理を行うものであります。また、附則において、この条例は令

和６年４月１日から施行するものとし、第２項において、経過措置として、この条例の施行の日

から令和７年３月３１日までの間は、指定居宅介護支援事業者による重要事項のウェブサイト掲

載を義務付ける規定は適用しないとしております。 

 以上が、議案第２１号の補足説明であります。 
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 続いて、議案第２２号周防大島町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正につ

いてであります。 

 指定介護予防支援等の運営基準等につきましては、介護保険法の規定により、厚生労働省令を

基準として、市町村条例で定めることとされております。 

 議案第２１号で説明したとおり、これを踏まえ、国は、指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令を施行し、厚生労働省令である指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準が改正され、令和６年４月１日付で施行されることとなっております。これを受

けまして、本町の条例についても一部改正を行うものであります。 

 それでは、改正する条文について御説明いたします。 

 まず、第５条は、指定居宅介護支援事業者が、介護予防支援事業者の指定を受けることができ

るようになることに伴いまして、第１項で地域包括支援センター、新設の第２項で介護予防支援

の指定を受けた指定居宅介護支援事業者の従業員の員数を規定するものであります。 

 第６条第１項及び第２項は、指定居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けるこ

とができるようになることに伴いまして、必要な字句の整理を行うものであります。 

 新設の第３項及び第４項は、介護予防支援の指定を受けた指定居宅介護支援事業所の管理者の

規定を定めるものであります。 

 第７条第２項は、字句の整理を行うものであり、第３項は、指定居宅介護支援事業者が介護予

防支援事業者の指定を受けることができるようになることに伴い、必要な字句の整理を行うもの

であります。 

 第４項第２号は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係

省令の一部を改正する省令による字句の整理を行うものであります。 

 第１３条、新設の第２項及び第３項は、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業

者が、サービスを提供する際の利用料等の受領について規定するものであります。 

 第１４条は、前条の改正に伴う必要な字句の整理を行うものであります。 

 第１５条は、必要な字句の整理を行うものであります。 

 第２４条、新設の第３項は、指定介護予防支援事業者による重要事項のウェブサイト掲載を義

務づけることを規定するものであり、同条第１項及び第２項の改正は、これに伴う字句の整理を

行うものであります。 

 第３１条第２項第２号エは、必要な字句の整理を行うものであります。 

 新設の第３号は、第３３条第２項の３にて、新たに規定する身体的拘束等に関する記録を整備
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保存する義務について規定するものであります。 

 第４号から第６号までは、これに伴う字句の整理を行うものであります。 

 第３３条、新設の第２号の２及び第２号の３は、指定介護予防支援の提供にあたっての身体的

拘束等の適正化を図るための措置について規定するものであります。 

 第１６号のアからオは、利用者のモニタリングに際して、居宅訪問のみでなく、テレビ電話装

置等を活用しての面接にて行うことができるよう、新たに規定するものであります。 

 新設の第２９号は、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、町長の求めに

応じて情報を提供する義務があることを規定するものであります。 

 第３６条の改正は、第７条第４項第２号と同様、デジタル社会の形成を図るための規制改革を

推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令による字句の整理を行うものでありま

す。 

 また、附則において、この条例は令和６年４月１日から施行するものとし、第２項において、

経過措置として、この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間は、指定介護予防支援事

業者による重要事項のウェブサイト掲載を義務付ける規定は適用しないとしております。 

 以上が、議案第２２号の補足説明であります。 

 続いて、議案第２３号周防大島町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 

 指定地域密着型サービスの運営基準につきましては、介護保険法の規定により、厚生労働省令

を基準として、市町村条例で定めることとされております。 

 議案第２１号で説明したとおり、これを踏まえ、国は、指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令を施行し、厚生労働省令である指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正され、令和６年４月１日付で施行され

ることとなっております。これを受けまして、本町の条例につきましても一部改正を行うもので

あります。 

 それでは、改正する条文について御説明をいたします。 

 第７条、第１５条、第１７条の４、第１７条の１１、第２０条、第２３条、第２８条、第

３６条、第４３条、第５３条及び第６３条は、当該事業者における管理者の兼務範囲を明確にし、

要件を緩和するものであります。 

 第２９条は、必要な字句の整理を行うものであります。 

 第３１条は、指定小規模多機能型居宅介護事業者における身体的拘束等の適正化を図るための

措置について第３項を新設し、規定するものであります。 

 また、附則において、この条例は、令和６年４月１日から施行するものとしております。 
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 以上が、議案第２３号の補足説明であります。 

 続いて、議案第２４号周防大島町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の一部改正について、補足説明をいたします。 

 指定地域密着型介護予防サービスの運営基準につきましては、介護保険法の規定により、厚生

労働省令を基準として、市町村条例で定めることとされております。 

 議案第２１号で御説明をいたしましたとおり、これを踏まえ、国は、指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令を施行し、厚生労働省令である指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正され、令和６年４月１日付

で施行されることとなっております。これを受けまして、本町の条例につきましても一部改正を

行うものであります。 

 それでは、改正する条文について御説明をいたします。 

 第７条、第１０条、第１８条、第２６条は、当該事業者における管理者の兼務範囲を明確にし、

要件を緩和するものであります。 

 第９条は、必要な字句の整理を行うものであります。 

 第２１条は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における身体的拘束等の適正を図る

ための措置について、第３項を新設し、規定するものであります。 

 また、附則において、この条例は、令和６年４月１日から施行するものとしております。 

 以上で、議案第２０号から議案第２４号までの補足説明を終わります。 

 何とぞ、慎重なる御審議のうえ、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小田 貞利君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第２０号、質疑はありませんか。田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  大まかな話でいいんですけれど、今回のこの改正で、第１号から

第３号までは減額になるけれど、第４号以降は１,０００円から２,０００円増額ということで、

この介護保険事業会計にどれぐらい影響があるのか。比率でもいいですし、金額が分かれば大体

の金額、どれぐらいの影響があるのか、そこを教えていただきたいと思います。 

 この資料にあるような表が、ほかの自治体ではホームページとかに掲載されているが、本町の

ホームページには掲載されていないようなので、この辺も情報提供が必要なんじゃないか、その

辺についての御対応を御答弁ください。 

○議長（小田 貞利君）  神戸介護保険課長。 
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○介護保険課長（神戸 和雅君）  ただいまの田中議員の御質問にお答えします。 

 まず介護保険料の総額の見込みですが、今回の改正で、令和６年度の介護保険料の収入の見込

みは、４億２,２９０万円程度を見込んでおります。 

 それから、ホームページなどで公表しないのかということですが、介護保険計画が変わるたび

に、町では介護保険制度に関する冊子を作成しております。その作成を令和６年度でも新しく印

刷しまして、各戸に配布する予定としております。ホームページにも、やはり上げたほうがよろ

しいかと思いますので、そちらも検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小田 貞利君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第２１号、質疑はありませんか。白鳥議員。 

○議員（３番 白鳥 法子君）  議案第２１号の中でも、やはり施設の重要事項をウェブサイトに

掲載することについて規定が加わるということでございました。こちらは、１年間の経過措置が

あると御説明もありましたが、議案第２１号で言う指定居宅介護支援事業所が、町内にどのくら

いあって、どのくらいホームページというかウェブサイトを持っておられるのか把握されていた

ら教えていただきたいのと、先ほどはインターネット上でと保育園のほうはあったのですが、こ

ちらはウェブサイトでということは、それぞれの施設がウェブサイトを持たなければならないと

いうことになるのか、その辺りも分かる範囲で教えていただけたらと思います。 

○議長（小田 貞利君）  神戸介護保険課長。 

○介護保険課長（神戸 和雅君）  白鳥議員の御質問にお答えします。 

 まず、指定居宅介護支援事業所の数は１２施設と記憶しております。すみません、ちょっと確

かな数字ではないんですけれども、そのように記憶しております。 

 どれだけの施設がホームページを持っているかというところは把握しておりません。 

 来年度中にホームページを立ち上げていただかなければいけないということになりますので、

その辺の支援、財政的な支援はできないと思いますが、人的な支援、指導とかそういったことに

は力を入れていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（小田 貞利君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第２２号、質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第２３号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第２４号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 以上で、議案第２０号周防大島町介護保険条例の一部改正についてから、議案第２４号周防大

島町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正

についてまでの質疑を終結いたします。 

 討論・採決は、今会期中の最終日の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第２５号 

日程第２５．議案第２６号 

○議長（小田 貞利君）  日程第２４、議案第２５号周防大島町布設工事監督者の配置基準及び資

格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例及び周防大島町水道事業給水条例の一部改

正についてと、日程第２５、議案第２６号周防大島町病院等事業の設置等に関する条例の一部改

正についての２議案を一括上程し、これを議題といたします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第２５号及び議案第２６号について、一括して補足説

明をいたします。 

 本議案は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律（令和５年法

律第３６号）が可決成立し、水道行政にかかる権限が厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大

臣に移管されることを受け、水道法の一部改正により、関連する条例の一部を改正しようとする

ものでございます。 

 その概要は、周防大島町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格

基準に関する条例につきましては、本条例第４条の条文中、厚生労働大臣を国土交通大臣及び環

境大臣に改めるものでございます。 

 あわせて、周防大島町水道事業給水条例につきましては、本条例第５条及び第３８条第２項の

条文中、厚生労働省令を国土交通省令に改めるものでございます。 
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 附則として、施行期日を令和６年４月１日としております。 

 以上が、議案第２５号の補足説明であります。 

 次に、議案第２６号周防大島町病院等事業の設置等に関する条例の一部改正についてでありま

す。 

 議案つづりの６１ページをご覧いただきたいと思います。 

 本議案は、国が示す公立病院経営強化ガイドラインに基づき、将来にわたって持続可能な医療

提供体制を確保するため策定する周防大島町病院事業経営強化プランに基づき、所要の改正をす

るものでございます。 

 改正内容でございますが、周防大島町病院事業等の設置等に関する条例、別表の周防大島町立

東和病院の病床数を一般病床４５床、療養病床５４床から、一般病床３９床、療養病床６０床に、

周防大島町立橘医院の病床数を一般病床１９床から、なしに改めるものでございます。 

 なお、附則につきましては、本条例の施行日を公布の日からとし、別表周防大島町立東和病院

の項の改正規定につきましては、令和６年４月１日からとしております。 

 以上が、議案第２５号及び第２６号の補足説明であります。 

 何とぞ、慎重なる御審議のうえ、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小田 貞利君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第２５号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第２６号、質疑はありませんか。田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  橘医院の病床をなしにするという議案なんですが、これ何年前で

したか、休床にするということでそのまま来ております。今回廃止ということで条例改正するこ

との町民に対する説明。休床にしたときの説明は、看護師が退職して補充できないから当面休床

するということで今まで来たというふうに認識しておりますが、それを今回廃止にするというこ

とで、それをどのように説明するのか、その辺を、まずはここで御答弁をお願いいたします。 

○議長（小田 貞利君）  山中病院事業局総務部長。 

○病院事業局総務部長（山中 茂雄君）  橘医院の病床廃止に関するお尋ねでございます。 

 まず今年度、周防大島町病院事業経営強化プランを国のガイドラインに基づいて策定している

ところでございます。まずこの町の医療需要は大きく減少しております。それに対応する医療従

事者の確保も現在厳しい状況でございます。その中で、入院に関する医療資源を大島病院と東和

病院に集約化していく。それでこの町の入院医療需要に対応していくという推計に基づいた医療
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資源の配置とさせていただいております。今非常に看護師の補充も難しい。当然入院医療を提供

するということは、夜勤の看護体制、そして、日中でも医師や看護師の確保が必要でございます

が、現在それに見合った医療需要というのは推計上はないということでございますので、まずは

この大島病院と東和病院に入院機能は集約化させていただくものでございます。 

○議長（小田 貞利君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  私が申し上げているのは、周防大島町病院事業経営強化プランの

話ではなくて、それはそれで議論したうえでのことだろうと思いますが、休床にするときに、町

民の皆さんには説明会まで開いて、看護師が突然退職して補充できないからということで、私は

そういうふうに記憶しております。違っていたら、その旨御答弁いただければと思いますが、そ

の話がずっと生き続けてきた。今回突然周防大島町病院事業経営強化プランの話をされても、そ

のときに周防大島町病院事業経営強化プランのことを話されるのであればいいんですが、その休

床のときには看護師が退職したから病床が維持できないんですよという話を、どうやって言い戻

す──どういうふうに状況が変わって、今回の廃止になったのか、その辺をどのように町民の皆

さんに対して話すのか、看護師が辞めたから休床ですよということを伝え、説明した町民の方に

対してどういうふうに言い戻すか、その訂正というか、理由を。休床だった期間を踏まえて、廃

止になったということをどのように説明するのかをお尋ねしたんですが。 

○議長（小田 貞利君）  山中病院事業局総務部長。 

○病院事業局総務部長（山中 茂雄君）  ただいまの町民への説明についての御質問でございます。

前回の議会でも同様な御質問があったと思います。当時は、看護師が退職して、人員不足で、橘

医院の１９床を休床という説明、おそらく３、４年前だったと思います。それから事情が変わっ

たという説明に対しては、まずはパブリックコメント、今回、周防大島町病院事業経営強化プラ

ンをつくりまして、丁寧な医療需要の分析をした。医療需要の分析をして、そして当時と大きく

変わっているのは、新型コロナウイルス感染症が終わりまして、非常にどこの病院も厳しい医療

需要、もうコロナ禍で患者が戻っていない、患者が少なくなっている。想定よりも、医療需要が

少なくなっているという状況でございます。我々も全ての施設で、入院に対して対応できない状

況が続いております。 

 そこで今回は、周防大島町病院事業経営強化プラン全５８ページを策定いたしまして、パブリ

ックコメントを長めに実施させていただいたところでございます。あくまでも医療需要に基づい

て、この町に医療を残さなければならない、この地域に持続可能な医療を提供するための、我々

は決断をしたと思っております。 

 以上です。 

○議長（小田 貞利君）  田中議員。 
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○議員（８番 田中 豊文君）  いやちょっと誤解してもらったら困るんですけれど、私が何も廃

止にするということに異存があるということを申し上げているんじゃなくて、その休床にしたと

きには、看護師が退職したから休床にしたというような説明をしているわけです。だから医療需

要がどうのこうのという話とは全く別の話で、退職した人員が欠員になって、休床になった後も

看護師は募集していますというような説明もあったから、それはそのときじゃなくてその後です。

休床中にいつ再開するんですかと言ったら、看護師を募集しています。 

 看護師を確保したら再開しますと、あくまでも休床ですよということを言い続けてきて、突然、

周防大島町病院事業経営強化プランで医療需要があってと言われても、まずは休床にしたときの

説明を一旦合理的に、こう変わりましたよということを言ってもらわないと、それは説明になり

ません。だから、その説明を今後町民の方に、どういうふうな方法で説明していくのか。私は、

休床にするときに説明会を開いたんですから、今度廃止にするときも当然、説明会を開かなきゃ

いけないんじゃないかなと思いますけれど、その辺も含めて御答弁をお願いします。 

○議長（小田 貞利君）  山中病院事業局総務部長。 

○病院事業局総務部長（山中 茂雄君）  ただいまの質問にお答えいたします。 

 まず看護師の退職で補充ができなかったという理由で橘医院を廃止し、すみません、休床をし

まして、それから募集を実際にしております。実際、休床を復活できるほどの人員は集まらなか

ったというのが、現実でございます。つまり今回、看護師が退職して補充ができないため休床で

あったということは、実質は言い戻しをさせていただくことになります。お詫びして、言い戻し

をさせていただきまして、まずは医療従事者の募集はできなかったと、そして何回も繰り返しに

なりますけれども、医療需要の推計をして、まず復活は難しいということでございます。 

 そして、町民の方への御説明でございます。今、パブリックコメントで、丁寧に我々は意見を

募ったと思っておりますが、今、田中議員がおっしゃったとおり、住民の方とは膝をつめて、第

２期再編計画、来年度にはなりますが、今度は介護施設も含めた我々が、病院事業局が生き残っ

ていく、この町に本当に必要な医療、そして医療を伴う介護を、病院事業局として提供し続ける

ための中長期的な体制、方向性、今、国立社会保障・人口問題研究所では２０４５年に６,０００人

台に、この町の人口はなると言われておりますけれども、それに向かって我々がどういうふうに

向かっていったらいいのかというのを、しっかり考える必要がありますし、第２期再編計画の策

定にあわせまして、これは住民説明会をやって、膝をつめて、この町の将来の医療・介護につい

て、町民の方々と一緒に考えさせていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（小田 貞利君）  ほかに質疑はありませんか。竹田議員。 

○議員（４番 竹田 茂伸君）  橘医院の廃止の関係ですけれど、田中議員が言われたこととちょ
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っと似とるのかも分かりませんけれども、今でも私の耳に、入院したいという人の声は届きます。

ゼロであればしょうがないんですが、そこでお聞きするのが、廃止するというのは医療需要がな

いからと言われたと思うんですけれど、そのほかの理由はございますか。医師が高齢化しておる

とか、オンコールの問題とか、そういったものがありますか。どうですか。 

○議長（小田 貞利君）  石原病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石原 得博君）  人材確保については看護師の数もかなり減って、今はもう東

和病院すら１病棟になる。あのときも説明しましたが、１病棟を維持するためには、最低８人の

看護師さんが夜勤をするために要る。それで東和病院も２病棟を１病棟に減らさざるを得なくな

っている。 

 完全にそこまではないんですが、かなりの人数──休床にしたときの看護師の数と今の看護師

の数が分かれば──それと橘病院の院長がこの令和６年３月３１日で１２年ですが、関東から来

られて勤めておられた院長が辞められて、関東に帰られる。もう１人の先生も非常勤を辞めると

いうことで、医師も全くいなくなりました。今度、新しく外来は東和病院からの非常勤で行くの

と周防大島町外からということで、内科診療をやっていきます。ですから、医師も減って、いろ

いろ話したんですが、常勤の医師は見つからない状況です。 

○議長（小田 貞利君）  竹田議員。 

○議員（４番 竹田 茂伸君）  石原病院事業管理者、ありがとうございます。ということは、常

勤の医師がいないということが１番の大きな理由ということで理解してもよろしいですか。東和

病院のほうからも先生が来られるんですか、その方は一応兼務という理解でいいんですか。兼務

というか、東和病院から応援に来るという理解でよろしいんでしょうか。 

○議長（小田 貞利君）  石原病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石原 得博君）  令和６年４月から橘医院の内科につきましては、月曜日に石

井医師といううちの所属ではない医師が午前中、火曜日と金曜日に東和病院の山本医師が来る、

水曜日は広島で開業されている医師が、午前中来られるということで４回外来を開くが、実質、

月曜日は健診とワクチン接種が主ですから、実質、外来としては３日ということです。 

 言いましたように、看護師も補充は難しいし、ほかの２病院と介護施設のやすらぎ苑とさざな

み苑も今は、看護師の人数は足りているんですが、それを補充するための源となる大島看護専門

学校の卒業生が、今年も７人、今年というか来年度も６人と他所から１人勤めてくれるんですが、

大島看護専門学校の卒業生、奨学金の人も減ってきています。 

 また恥ずかしい話ですが、大島看護専門学校の入学者もかなり減ってきて、今年は、２０人い

ないという状況になってきているので。全てが、１つのことがどうこうということではなしに、

医師、看護師の確保ということと、経営というようなものを総括して、結局、周防大島町病院事



- 69 - 

業運営強化プランを作成したということで、さらに介護施設もかなり厳しいので、令和６年４月

から、できたら第２期再編計画をお願いするようになるかと思います。 

○議長（小田 貞利君）  竹田議員。 

○議員（４番 竹田 茂伸君）  ありがとうございました。よく分かりました。 

 最後に、介護施設で急病とかが出る可能性があると思うんですが、そこら辺りはきちっとどの

ようにするというような形はでき上がっているんですか。 

○議長（小田 貞利君）  山中病院事業局総務部長。 

○病院事業局総務部長（山中 茂雄君）  ただいまの御質問は、介護施設をどういう方向性で検討

しているか、（発言する者あり）申し訳ありません。急病が出たときの対応でございますが、こ

れは病院事業局全体でバックアップする体制を取っております。各病院から支援のナースを出し

たり、あとは医師が場合によっては支援に行って、感染の状況を確認したりとか、そういった病

院事業局全体でバックアップする体制を取っております。 

○議長（小田 貞利君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 以上で、議案第２５号周防大島町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例及び周防大島町水道事業給水条例の一部改正についてと、議案第

２６号周防大島町病院等事業の設置等に関する条例の一部改正についての質疑を終結いたします。 

 討論・採決は、今会期中の最終日の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第２７号 

○議長（小田 貞利君）  日程第２６、議案第２７号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の増加及び共同処理する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更についてを

議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  議案第２７号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

増加及び共同処理する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更について、補足説明を

申し上げます。 

 山口県市町総合事務組合の公平委員会事務及び行政不服審査会事務を共同処理する団体に、

萩・長門清掃一部事務組合を加えることに伴い、関係地方公共団体の協議を行いたいので、地方

自治法第２８６条第１項及び第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものであります。ま

たあわせて、規約の別表第１及び第２の各項の団体名について、団体コード順となるように改め
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るものであります。 

 なお、この規約は令和６年４月１日から施行することとしております。 

 何とぞ、慎重なる御審議のうえ、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小田 貞利君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。 

 議案第２７号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 討論・採決は、今会期中の最終日の本会議といたします。 

 暫時休憩します。 

午後３時16分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時26分再開 

○議長（小田 貞利君）  休憩前に引き続き会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．議案第２８号 

日程第２８．議案第２９号 

○議長（小田 貞利君）  日程第２７、議案第２８号財産の無償貸付けについて（旧田布施農業高

等学校大島分校）と、日程第２８、議案第２９号財産の無償貸付けについて（旧森野小学校）の

２議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第２８号及び議案第２９号について、一括して補足説

明をいたします。 

 まず、議案第２８号財産の無償貸付けについてであります。本案は、旧田布施農業高等学校大

島分校の校舎及び跡地利用につきまして、令和３年第３回定例会及び令和４年第２回定例会で御

議決をいただき、無償貸付けをしているところでございますが、新たに温室作業室及び跡地につ

きまして、無償貸付けをしようとするものでございます。 

 議案第２８号資料の配置図をご覧願います。令和３年６月及び令和４年３月に利用公募を行い、

申込みがありませんでした温室作業室⑧及び跡地につきまして、再度、令和５年１１月に利用公

募を行ったところ、１者から申込みをいただきましたので、選定委員会の審査を経て、地域振興

の目的で、その利用に沿って土地建物の無償貸付けを行うにあたり、地方自治法第９６条第１項

第６号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 貸付けの内容につきましては、特定非営利活動法人島スクエアプラスに次世代育成事業、地域
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課題解決の取り組み、情報交換の場として無償貸付けしようとするものでございます。貸付期間

でございますが、５年間の無償貸付期間の終期に合わせ、令和６年４月１日から令和８年９月

３０日までとしております。なお、電気・水道といった維持管理に必要な経費は、負担していた

だくことにしております。 

 以上が、議案２８号の補足説明であります。 

 次に、議案第２９号財産の無償貸付けについてであります。旧森野小学校の学校用地及び校舎

外の跡利用につきましては、令和５年６月より利用公募を行ってまいりました。その結果、４者

から申込みをいただきました。利用者の選考にあたり、まず地域説明会を開催して、地元の御意

見をお伺いし、その後、２回の検討委員会を開催し、御審議いただき、委員会での検討結果に基

づき、地域振興の目的で跡利用をいただく方への内定通知をいたしました。本議案は、その利用

計画に沿った土地建物の無償貸付けを行うにあたり、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に

基づき議会の議決を求めるものでございます。 

 議案つづり６７ページ、それぞれの施設配置につきましては、議案説明資料つづり１５ページ

により内容をお示ししています。貸付相手方は神戸市に本社を置くＧＲＡＮＤ ＡＲＫ合同会社

で、貸付けの内容は、ゲストハウスの運営として校舎、屋内運動場、倉庫、附属設備等を無償で

貸付けしようとするものです。貸付期間は、令和６年４月から令和１６年３月までの１０年間と

しております。なお、電気・水道といった光熱水費等の経費は、貸付相手方に負担していただく

ことにしておりますが、地域住民が使用できるスペースを確保していただくことや、非常時の避

難所としての活用について配慮いただけるものでございます。 

 以上で、議案第２８号及び議案第２９号の補足説明を終わります。 

 何とぞ、慎重なる御審議のうえ、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小田 貞利君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第２８号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第２９号、質疑はありませんか。竹田議員。 

○議員（４番 竹田 茂伸君）  この事業計画を見せていただいた中で、地域の活性化になる大変

すばらしい計画が立っておりますが、１０年計画でやっていく中での評価といいますか、そこら

あたりは何か考えられているんですか。 

○議長（小田 貞利君）  木谷教育次長。 

○教育次長（木谷  学君）  このたびの貸付けについては期間を１０年ということで定めている
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わけですが、この１０年というのは、旧森野小学校は平成２８年度に防衛省の再編交付金を活用

して、空調機器の整備をしているということがございまして、財産処分年限等々がまだ達してい

ないというところで、防衛省との事前協議の中で財産処分の条件である１０年というのを求めて

公募をしているというところでございます。１０年の評価というのは、これを使っていただくこ

とが原則というところで申し込んでいただいているというところでございます。 

○議長（小田 貞利君）  ほかに質疑はありませんか。田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  前にも聞いたかもしれませんけれど、この無償貸付けについて、

この事業者が選定された、その基準というんですか、適正性をどのような基準に基づいて、選定

委員会も開いたんでしょうけれど、その選定委員会で選びましたというのではなくて、無償貸付

けについての基準というのがあるのかどうか。 

 それと、合同会社ですので、もちろん営利事業をやられるんだと思いますが、その営利事業と

先ほどのような非営利の事業、これが全く同じような土俵というんですか、無償貸付けが行われ

るということは特に問題はないのかどうか、その辺をちょっと御答弁ください。 

○議長（小田 貞利君）  木谷教育次長。 

○教育次長（木谷  学君）  ただいまの御質問で、まず無償貸付けの基準でございますが、跡利

用にあたっての制約については、先ほど申しましたが、学校施設は国庫補助金で整備されており

ますので、閉校した学校の跡利用については、利用目的を変更する転用手続が国に対して必要に

なってくる。この廃校を、公共の用に供するべきときには大きな問題はないんですけれども、原

則、民間に貸し出す場合、特に無償であれば問題ないんですが、国とのやり取りで許可を得れば

貸付けが可能である。ただ有償の場合は、これは国庫補助金の返納というところが伴いますので、

このたびは無償で貸し付けるというところでございます。 

 なお営利企業が入って運営することについて問題ないかということですが、これについては特

に問題ないという認識でございます。 

 以上です。 

○議長（小田 貞利君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  国との関係はそうなんでしょうけれど、教育委員会の中でこの財

産を貸付けすることについて、例えば非営利団体であるとか、相手が営利団体の場合はどうだと

か、その辺。今回問題ないんですよと言われたけれど、その問題ないんですよという判断基準と

いうのは何かで定められているんですかということをお聞きしたんですが。例えば選定、財産無

償貸付けの要項とか、そういったものがあるのかないのか、その辺を教えていただきたいと思っ

たんですが。 

○議長（小田 貞利君）  木谷教育次長。 
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○教育次長（木谷  学君）  このたびの募集にあたって、以前も同様にしているわけなんですが、

教育委員会でまず応募資格というのを作ったということで。この応募資格については公募の時点

で示しているわけですが、４つほど項目がありまして、法人等の役員が暴力団関係者ではないこ

とだとか、税金等の滞納がないだとか等々の条件が応募資格で、問題なければ応募できるという

ところで定めております。 

○議長（小田 貞利君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  応募資格は、当然最低限の欠格要件があると思うんですが、そう

ではなくて、例えばこういうＡ、Ｂ、Ｃ事業者が出てきました。その事業内容を精査して検討し

て、その中で町が１０年間の無償貸付けをするにふさわしい団体であるかどうか、その辺をどう

いう判断基準で選ぶんですかというところの基準はあるんですか。もちろんその中に、こういう

ことをやっちゃだめです。何でもいいということはないと思うんです。公共施設、普通財産であ

っても町の施設ですから、そこをどういう縛りをかけているんですか。それはやっぱり明文化し

たものがあるはずというか、あるべきだと思うんですが、それがあるのかないのかというのを聞

いたのと、じゃあそれはどういうふうなものかを教えていただきたい。 

 それと、ないならそれは作るべきじゃないか。作ったうえで、無償貸付けというのが増えてき

ていますので、こういう状況の中で、やはりそういった基準を定めておくべきではないのかと思

うのと、この中で当然、営利企業ですから、全てボランティアでやるというのは、手差しでやる

というのは考えられないので、当然収入を得なきゃいけないと思います。その収入をどういうふ

うな形で、どれくらいの規模で得ようとしているのか、その辺の経営見込みを教えていただきた

いのと、それともう１つは、この会社は神戸市で、実際に施設を管理しなきゃいけないと思いま

すので、どういうふうに会社が、神戸から来るわけじゃないでしょうから、こっちへ支店を置く

とか、こちらに例えば管理する提携会社があるとか、実際の管理を誰がどういうふうな形でやる

のか、その辺もあわせて御答弁をお願いします。 

○議長（小田 貞利君）  木谷教育次長。 

○教育次長（木谷  学君）  まず１点目ですが、選考にあたっての基準的な御質問だったと思い

ますが、このたびの選考は、４者応募があり、まず選考委員会を設けて、それで対応したわけな

んですが、選考委員会の場において４者からプレゼンテーションをいただいて、選考委員で練っ

てもらったというか、まず選考委員の思いを聞きました。その中で意見集約をして、最終的にこ

のたびのＧＲＡＮＤ ＡＲＫ合同会社という業者が選考委員会の中で選ばれたというところで、

その基準というのは特にございません。皆さんの御意見を聞いて、その中でというところで定め

たものでございます。 

 それから経営見込みについてですが、このＧＲＡＮＤ ＡＲＫ合同会社が出している収支計画
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では、初年度から２年目については、収支は年間３５０万円程度の利益が出る形で計算をされて

いるようでございます。それと最後に、このたびの会社が神戸が拠点の会社ですが、それがどう

いうふうに運営していくのかというところの御質問だったと思いますが、この本議会で議決をい

ただきましたら、また直ちに相手方と貸借契約の関係の話を調整していくんですけれども、令和

６年３月、これが決まればですけれども、すぐにこちらのほうに参るというところで、令和６年

４月１日に契約を締結しようと考えています。 

 それとＧＲＡＮＤ ＡＲＫ合同会社はすぐに、要するに令和６年４月１日以降、改修等々に着

手するわけなんですが、思いとしては令和６年１０月にオープンしたいと、なかなかタイトなス

ケジュールとは思っているんですが、思いとしてはそういうふうに伺っております。なお、改修

のときには常時スタッフがここにいるかと、令和６年４月以降ですが、常時いることはないかも

しれませんが、少なくとも令和６年１０月以降のオープン、令和６年１０月をずれ込むかもしれ

ませんが、オープン以降はこちらにずっと常駐しているという話は伺っております。 

 以上でございます。 

○議長（小田 貞利君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 以上で、議案第２８号財産の無償貸付けについて（旧田布施農業高等学校大島分校）と、議案

第２９号財産の無償貸付けについて（旧森野小学校）の質疑を終結いたします。 

 討論・採決は、今会期中の最終日の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．議案第３０号 

日程第３０．議案第３１号 

○議長（小田 貞利君）  日程第２９、議案第３０号油宇集会施設の指定管理者の指定についてと、

日程第３０、議案第３１号小泊集会施設の指定管理者の指定についての２議案を一括上程し、こ

れを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第３０号及び議案第３１号について、一括して補足説

明をいたします。 

 まず、議案第３０号油宇集会施設の指定管理者の指定についてであります。 

 本案は、周防大島町コミュニティ施設設置条例に定める油宇集会施設の指定管理者の指定につ

いて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 この施設は、自治会組織油宇自治会の区域に位置しており、自治会活動の拠点となっていると
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ころです。よって、施設の設置目的からも非公募により、これからも引き続き油宇自治会を指定

管理者に指定することが好ましいと判断し、提案させていただきました。なお、期間につきまし

ては、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの１年間としております。 

 以上が、議案第３０号の補足説明であります。 

 次に、議案第３１号小泊集会施設の指定管理者の指定について、補足説明をいたします。 

 本案は、周防大島町コミュニティ施設設置条例に定める小泊集会施設の指定管理者の指定につ

いて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 この施設は、自治会組織小泊自治会の区域に位置しており、自治会活動の拠点となっていると

ころです。よって、施設の設置目的からも非公募により、これからも引き続き小泊自治会を指定

管理者に指定することが好ましいと判断し、提案させていただきました。なお、期間は、同じく

令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの１年間としております。 

 以上で、議案第３０号及び議案第３１号の補足説明を終わります。 

 何とぞ、慎重なる御審議のうえ、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小田 貞利君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第３０号、質疑はありませんか。田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  この施設は無償ということ、指定管理ですから委託料というか委

任料なんですか、指定管理料はないというふうに思われますが、ないのかどうか確認させてくだ

さい。 

 それと、町の施設だから、町から油宇自治会に指定管理として委任するということなんですけ

れど、この委任契約にあたっては、この集会施設自体は自治会が使っているんでしょうけれど、

例えば今後、仮定の話をしちゃ申し訳ないんですが、自治会の運営が難しくなってきて、この施

設自体が管理できないよといった場合には、もちろん町の施設ですから、町が管理運営するとい

うことになるのかどうか、ちょっとその点だけ確認させてください。 

○議長（小田 貞利君）  中元総務部長。 

○総務部長（中元 辰也君）  田中議員の御質問で、自治会で管理運営ができなくなった場合はど

うするのかというような御質問だったと思います。当然、自治会で管理ができない施設について

は、町の施設でございますので、町が管理をする。ただ、町が管理をいたしますが、１つの手法

としてその施設を、例えばいろんな有効利用をしていくようなことも１つ考えられるのではない

かと思いますけれど、ただ、管理運営については、町が行うという考えでございます。 

 もう１点の御質問でございます。指定管理料については、油宇集会施設については２１万

９００円の指定管理料をお支払いしているというふうになっております。 
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○議長（小田 貞利君）  田中議員。 

○議員（８番 田中 豊文君）  自治会で管理できなくなれば、もちろん町の施設だから町が管理

します。その１かゼロじゃなくて、折衷案みたいなものもあり得るんですか。協定ですから、あ

り得るとは思うんですが、お金の問題とか人の問題とかいろいろ自治会にあると思いますんで、

例えばもうこの経費が賄えないから、管理できないというような場合に、じゃあそれを町が手当

てしましょうというような折衷案みたいなことも、自治会と町との協議で、実際にある話じゃな

いんで、仮定の話なんですけれど、そういう場合には自治会との相談には応じますよということ

でよろしいのかどうか。 

○議長（小田 貞利君）  中元総務部長。 

○総務部長（中元 辰也君）  そういったことがあったとすれば、仮定の回答にはなりますけれど、

当然、自治会が困っていることでございますので、当然、町としては話合い、協議に応じたいと

思っております。 

○議長（小田 貞利君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第３１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 以上で、議案第３０号油宇集会施設の指定管理者の指定についてと、議案第３１号小泊集会施

設の指定管理者の指定についての質疑を終了します。 

 討論・採決は、今会期中の最終日の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．議案第３２号 

日程第３２．議案第３３号 

日程第３３．議案第３４号 

日程第３４．議案第３５号 

日程第３５．議案第３６号 

日程第３６．議案第３７号 

○議長（小田 貞利君）  日程第３１、議案第３２号デイサービスセンター福寿苑の指定管理者の

指定についてから、日程第３６、議案第３７号周防大島町高齢者生活福祉センター「しらとり

苑」の指定管理者の指定についてまでの６議案を一括上程し、これを議題といたします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 
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○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第３２号から議案第３７号までについて、一括して補

足説明をいたします。 

 まず、議案第３２号デイサービスセンター福寿苑の指定管理者の指定についてであります。 

 現在、周防大島町在宅老人デイサービスセンター設置条例に定めるデイサービスセンター福寿

苑において通所介護事業を実施しておりますが、この事業の実施につきましては、平成１８年

９月から、社会福祉法人慈光福祉会に指定管理者として管理運営をお願いしております。また当

該施設は、介護保険制度が導入される以前から老人デイサービス事業所として、社会福祉法人慈

光福祉会に公設民営として管理運営を委託し、さらには介護保険制度の開始に伴い通所介護事業

所となった経緯もございます。 

 このようなことから、長年にわたりサービス提供を行ってきた事業者が継続することで、高齢

者にとって安心して利用できる施設となることに鑑み、引き続き社会福祉法人慈光福祉会を指定

管理者に指定しようとするものです。 

 指定期間につきましては、介護保険事業計画を３年ごとに見直すことから、その計画期間にあ

わせまして、３年とするものであります。なお、当該施設は介護保険施設であり、介護報酬で管

理運営費を補うことから、指定管理料はゼロ円となります。 

 以上が、議案第３２号の補足説明であります。 

 次に、議案第３３号東和在宅老人デイサービスセンターの指定管理者の指定についてでありま

す。 

 現在、周防大島町在宅老人デイサービスセンター設置条例に定める東和在宅老人デイサービス

センターにおいて通所介護事業を実施しておりますが、この事業の実施につきましては、平成

１８年９月から、社会福祉法人大島白壽會に指定管理者として管理運営をお願いしております。

また当該施設は、介護保険制度が導入される以前から老人デイサービス事業所として、社会福祉

法人大島白壽會に公設民営として管理運営を委託し、さらには介護保険制度の開始に伴い通所介

護事業所となった経緯もあります。 

 このようなことから、長年にわたりサービス提供を行ってきた事業者が継続することで、高齢

者にとって安心して利用できる施設となることに鑑み、引き続いて社会福祉法人大島白壽會を指

定管理者に指定しようとするものであります。指定期間につきましては、介護保険事業計画を

３年ごとに見直すことから、その計画期間にあわせ３年とするものであります。なお、当該施設

は介護保険施設であり、介護報酬で管理運営費を賄うことから、指定管理料はゼロ円となります。 

 以上が、議案第３３号の補足説明であります。 

 続いて、議案第３４号デイサービスセンター和田苑の指定管理者の指定についてであります。 

 現在、周防大島町在宅老人デイサービスセンター設置条例に定めるデイサービスセンター和田
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苑において通所介護事業を実施しておりますが、この事業の実施につきましては、平成１８年

９月から、社会福祉法人周防大島町社会福祉協議会に指定管理者として管理運営をお願いしてい

るところでございます。 

 また当該施設は、介護保険制度が導入される以前から老人デイサービス事業所として、旧４町

の社会福祉法人、社会福祉協議会に公設民営として管理運営を委託し、さらには介護保険制度の

開始に伴い通所介護事業所となった経緯もございます。このようなことから、長年にわたりサー

ビス提供を行ってきた事業者が継続することで、高齢者にとって安心して利用できる施設となる

ことに鑑み、引き続いて社会福祉法人周防大島町社会福祉協議会を指定管理者に指定しようとす

るものです。 

 指定期間につきましては、介護保険事業計画を３年ごとに見直すことから、その計画期間にあ

わせ３年とするものであります。なお、当該施設は介護保険施設であり、介護報酬で管理運営費

を賄うことから、指定管理料はゼロ円となります。 

 以上が、議案第３４号の補足説明であります。 

 続いて、議案第３５号デイサービスセンターしらとり苑の指定管理者の指定についてでありま

す。 

 現在、周防大島町在宅老人デイサービスセンター設置条例に定めるデイサービスセンターしら

とり苑において通所介護事業を実施しておりますが、この事業の実施につきましては、平成

１８年９月から、社会福祉法人周防大島町社会福祉協議会に指定管理者として管理運営をお願い

しているところです。 

 また当該施設は、介護保険制度が導入される以前から老人デイサービス事業所として、旧４町

の社会福祉法人、社会福祉協議会に公設民営として管理運営を委託し、さらには介護保険制度の

開始に伴い通所介護事業所となった経緯もあります。このようなことから、長年にわたりサービ

ス提供を行ってきた事業者が継続することで、高齢者にとって安心して利用できる施設となるこ

とに鑑み、引き続いて社会福祉法人周防大島町社会福祉協議会を指定管理者に指定しようとする

ものです。 

 指定期間につきましては、介護保険事業計画を３年ごとに見直すことから、その計画期間にあ

わせ３年とするものであります。なお、当該施設は介護保険施設であり、介護報酬で管理運営費

を賄うことから、指定管理料はゼロ円となります。 

 以上が議案第３５号の補足説明であります。 

 続いて、議案第３６号周防大島町高齢者生活福祉センター「和田苑」の指定管理者の指定につ

いてであります。 

 現在、周防大島町高齢者生活福祉センター設置条例に規定する「和田苑」につきましては、毎
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年度１年間を指定期間とし、平成１８年９月より、社会福祉法人周防大島町社会福祉協議会を指

定管理者として協定書を締結し、管理運営をお願いしているところでございます。 

 この事業は、高齢等のため在宅生活に不安のある方に対し、自炊設備のある居室を提供し、生

活援助員を配置して、利用者に対し相談・助言を行うものでございます。国の定める要綱でも、

指定通所介護事業所を経営するものであって、適切な事業運営が確保できると認められるものを、

指定管理者とすることが規定されております。 

 このことから長期間継続して本施設において、総合事業のデイサービス事業及び指定通所介護

デイサービス事業を実施している、社会福祉法人周防大島町社会福祉協議会が管理運営を行うこ

とにより、今後も安定的・効果的な施設運営が期待できるものと判断し、引き続き非公募により

指定管理者として、１年間指定しようとするものでございます。 

 以上が、議案第３６号の補足説明であります。 

 続いて、議案第３７号周防大島町高齢者生活福祉センター「しらとり苑」の指定管理者の指定

についてであります。 

 現在、周防大島町高齢者生活福祉センター設置条例に規定する「しらとり苑」につきましては、

毎年度１年間を指定期間とし、平成１８年９月より、社会福祉法人周防大島町社会福祉協議会を

指定管理者として協定書を締結し、管理運営をお願いしているところでございます。 

 この事業は、高齢等のため在宅生活に不安のある方に対し、自炊設備のある居室を提供し、生

活援助員を配置して、利用者に対し相談・助言を行うものでございます。国の定める要綱でも、

指定通所介護事業所を経営するものであって、適切な事業運営が確保できると認められるものを

指定管理者とすることが規定されております。このことから長期間継続し本施設において、総合

事業のデイサービス事業及び指定通所介護デイサービス事業を実施している、社会福祉法人周防

大島町社会福祉協議会が管理運営を行うことにより、今後も安定的・効果的な施設運営が期待で

きるものと判断し、引き続き非公募により指定管理者として、１年間指定しようとするものでご

ざいます。 

 以上で、議案第３２号から議案第３７号までの補足説明を終わります。 

 何とぞ、慎重なる御審議のうえ、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（小田 貞利君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。 

 議案第３２号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第３３号、質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第３４号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第３５号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第３６号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第３７号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小田 貞利君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 以上で、議案第３２号デイサービスセンター福寿苑の指定管理者の指定についてから、議案第

３７号周防大島町高齢者生活福祉センター「しらとり苑」の指定管理者の指定についてまでの質

疑を終了します。 

 討論・採決は、今会期中の最終日の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（小田 貞利君）  以上で、本日の日程は全部議了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 次の会議は、３月６日水曜日、午前９時３０分から開きます。 

○事務局長（大川  博君）  御起立願います。一同、礼。 

午後４時09分散会 

────────────────────────────── 


